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第 １ 章 総   則 

（趣  旨） 

第 １ 条 この規則は，国立大学法人神戸大学学則（平成16年４月１日制定）第29条の規定に基づ

き，学生の修学に関し必要な事項を定めるものとする。 

（教育憲章） 

第 ２ 条 本学の教育は，神戸大学教育憲章（平成14年５月16日制定）に則り，行うものとする。 

（学  部） 

第 ３ 条 本学の学部に置く学科は，次のとおりとする。 

文 学 部 人文学科 

国際文化学部 国際文化学科 

発達科学部  人間形成学科，人間行動学科，人間表現学科，人間環境学科 

法 学 部 法律学科 

経 済 学 部 経済学科 

経 営 学 部 経営学科 

理 学 部 数学科，物理学科，化学科，生物学科，地球惑星科学科 

医 学 部 医学科，保健学科 

工 学 部  建築学科，市民工学科，電気電子工学科，機械工学科，応用化学科，情報知能学科 

農 学 部 食料環境システム学科，資源生命科学科，生命機能科学科 

海事科学部 グローバル輸送科学科，海洋安全システム科学科，マリンエンジニアリング学科 

（大 学 院） 

第 ４ 条 本学の大学院研究科に置く専攻及びその課程は，次の表に掲げるとおりとする。 

研 究 科 名 専    攻    名 課程の別 

人 文 学 研 究 科 文化構造専攻，社会動態専攻 博 士 課 程 

国際文化学研究科 文化相関専攻，グローバル文化専攻 博 士 課 程 

人間発達環境学研究科 人間発達専攻，人間環境学専攻 博 士 課 程 

法 学 研 究 科 
理論法学専攻，政治学専攻 博 士 課 程 

実務法律専攻 
専 門 職 
学 位 課 程 

経 済 学 研 究 科 経済学専攻 博 士 課 程 

経 営 学 研 究 科 

経営学専攻 博 士 課 程 

現代経営学専攻 
専 門 職 

学 位 課 程 

理 学 研 究 科 
数学専攻，物理学専攻，化学専攻，生物学専攻，地球惑星科

学専攻 
博 士 課 程 

医 学 研 究 科 
バイオメディカルサイエンス専攻 修 士 課 程 

医科学専攻 博 士 課 程 

保 健 学 研 究 科 保健学専攻 博 士 課 程 
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工 学 研 究 科 
建築学専攻，市民工学専攻，電気電子工学専攻， 

機械工学専攻，応用化学専攻 
博 士 課 程 

システム情報学研究科 システム科学専攻，情報科学専攻，計算科学専攻 博 士 課 程 

農 学 研 究 科 
食料共生システム学専攻，資源生命科学専攻，生命機能科学

専攻 
博 士 課 程 

海事科学研究科 海事科学専攻 博 士 課 程 

国際協力研究科 国際開発政策専攻，国際協力政策専攻，地域協力政策専攻 博 士 課 程 

２  人文学研究科，国際文化学研究科，人間発達環境学研究科，法学研究科，経済学研究科，経

営学研究科，理学研究科，保健学研究科，工学研究科，システム情報学研究科，農学研究科，

海事科学研究科及び国際協力研究科の博士課程は，これを前期２年の課程（以下「前期課程」

という。）及び後期３年の課程（以下「後期課程」という。）に区分し，前期課程は，これを

修士課程として取り扱うものとする。 

３  法学研究科実務法律専攻及び経営学研究科現代経営学専攻の専門職学位課程は，学校教育法

（昭和22年法律第26号。以下「法」という。）第99条第２項に規定する専門職大学院の課程と

し，法学研究科の専門職学位課程は，専門職大学院設置基準（平成15年文部科学省令第16号）

第18条第１項に規定する法科大学院とする。 

（乗船実習科） 

第 ５ 条 本学に置く乗船実習科に関することは，神戸大学乗船実習科規則（平成16年４月１日制

定）で定める。 

（収容定員） 

第 ６ 条 本学の収容定員は，別表のとおりとする。 

（学  年） 

第 ７ 条 学年は，４月１日に始まり，翌年３月31日に終る。 

（学  期） 

第 ８ 条 学年を分けて，次の２期とする。 

前 期 ４月１日から９月30日まで 

後 期 10月１日から翌年３月31日まで 

 （休 業 日） 

第 ９ 条 定期の休業日は，次のとおりとする。 

日曜日 及び 土曜日 

国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日 

本学創立記念日 ５月15日 

春 季 休 業 ３月27日から４月５日まで 

夏 季 休 業 ８月８日から９月30日まで 

冬 季 休 業 12月25日から翌年１月７日まで 

２  臨時の休業日は，学長が定める。 

３  教育上必要と認めるときは，第１項の規定にかかわらず，春季，夏季及び冬季休業の期間は，

各学部及び各研究科において学長の承認を得て変更することができる。 
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(1) 大学に２年以上在学し，所定の単位を修得した者 

(2) 短期大学を卒業した者 

(3) 外国において，前２号と同程度の課程を修了した者 

(4) 専修学校の専門課程（修業年限が２年以上であることその他の文部科学大臣の定める基準

を満たすものに限る。）を修了した者（第10条各号のいずれかに該当する者に限る。） 

（転 入 学） 

第 1 4 条 他の大学に現に在学する者で，本学に転入学を志望する者があるときは，第10条の規定

にかかわらず，学期の初めにおいて，教授会の議を経て，入学を許可することがある。 

（再 入 学） 

第 1 5 条 本学を第45条の規定により中途退学した者又は除籍された者で，再び同一の学部に入学

を志望する者があるときは，第10条の規定にかかわらず，学期の初めにおいて，教授会の議を

経て，入学を許可することがある。 

（入学志願） 

第 1 6 条 入学を志願する者は，所定の日までに，検定料を納付したうえ，入学願書，検定料払込

証明書及び別に指定する書類を提出しなければならない。 

２  既納の検定料は，還付しない。ただし，次の各号のいずれかに該当するときは，当該額に相

当する額を還付するものとする。 

(1) 学部の入学試験において出願書類等により第一段階目の選抜を行い，その合格者に限り学

力検査その他により第二段階目の選抜を行う場合において，第一段階目の選抜で不合格とな

った者が第二段階目の選抜に係る額の返還を申し出たとき。 

(2) 学部の入学試験において入学の出願を受理した後に本学が大学入試センター試験において

受験することを課した教科・科目を受験していないことにより，出願の資格がないことが判

明した者が第二段階目の選抜に係る額の返還を申し出たとき。 

(3) 検定料を納付した者が，所定の日までに入学願書を提出しなかった場合において，返還を

申し出たとき。 

(4) 検定料を納付し，入学願書を提出した者が，受験を認められなかった場合において，返還

を申し出たとき。 

（入学者選抜） 

第 1 6 条 の２ 入学者の選抜は，公正かつ妥当な方法により，適切な体制を整えて行うものとする。 

（入学手続） 

第 1 7 条 入学試験に合格した者は，所定の期日までに，入学料を添えて入学手続を行われなけれ

ばならない。 

２  既納の入学料は，還付しない。 

（入学料の免除） 

第 1 8 条 入学料の納付が困難な者に対しては，本人の申請により入学料の全額又は半額を免除す

ることがある。 

２  入学料の免除の取扱いについては，別に定める。 

（入学料の徴収猶予等） 
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第 3 4 条 教育上有益と認めるときは，他の大学又は短期大学（外国の大学又は短期大学を含

む。）との協定に基づき，学生に当該大学又は短期大学の授業科目を履修させることがある。 

２  前項の規定により履修した授業科目について修得した単位は，60単位を超えない範囲で本学

において修得したものとみなすことがある。 

３  前２項の規定は，外国の大学又は短期大学が行う通信教育における授業科目を我が国におい

て履修させる場合及び外国の大学又は短期大学の教育課程を有するものとして当該外国の学校

教育制度において位置付けられた教育施設であって，文部科学大臣が別に指定するものの当該

教育課程における授業科目を我が国において履修させる場合について準用する。 

４  前３項に関して必要な事項は，協定に定めるもののほか，関係の学部規則で定める。 

（休学期間中に外国の大学又は短期大学において履修した授業科目の単位の取扱い） 

第 3 4 条 の２ 教育上有益と認めるときは，学生が休学期間中に本学と協定を締結している外国の

大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位を，本学において修得した

ものとみなすことができる。 

２  前項により修得したものとみなすことができる単位数は，前条第２項により本学において修

得したものとみなす単位数と合わせて 60単位を超えないものとする。 

３  前２項に関して必要な事項は，関係の学部規則で定める。 

（大学以外の教育施設等における学修） 

第 3 5 条 教育上有益と認めるときは，学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学

修その他文部科学大臣が別に定める学修を，本学における授業科目の履修とみなし，単位を与

えることができる。 

２  前項により与えることができる単位数は，第34条第２項及び前条第２項により本学において

修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。 

３  前２項に関して必要な事項は，関係の学部規則で定める。 

（入学前の既修得単位等の認定） 

第 3 6 条 教育上有益と認めるときは，学生が本学に入学する前に大学又は短期大学（外国の大学

又は短期大学を含む。）において履修した授業科目について修得した単位（科目等履修生とし

て修得した単位を含む。以下「既修得単位」という。）を，本学に入学した後の本学における

授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。 

２  教育上有益と認めるときは，学生が本学に入学する前に行った前条第１項に規定する学修を，

本学における授業科目の履修とみなし，単位を与えることができる。 

３  前２項により修得したものとみなし，又は与えることのできる単位数は，編入学，転入学及

び再入学の場合を除き，本学において修得した単位以外のものについては，第34条第２項，第

34条の２第１項及び前条第１項により本学において修得したものとみなし，又は与えることの

できる単位数と合わせて60単位を超えないものとする。 

４  前３項に関して必要な事項は，関係の学部規則で定める。 

（編入学，転入学，再入学者の修業年数等） 

第 3 7 条 第13条から第15条までの規定により入学する者の修業すべき年数，履修すべき科目及び

その単位については，教授会がこれを定める。 
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（転 学 部） 

第 3 8 条 学生で，所属学部長の承認を得て転学部を希望する者があるときは，志望学部の教授会

の議を経て，当該学部の学部長は，許可することがある。 

（転 学 科） 

第 3 9 条 転学科に関することは，学部規則で定める。 

第 ３ 節 留学及び休学 

（留  学） 

第 4 0 条 第34条第１項の規定に基づき，外国の大学又は短期大学に留学しようとする者は，所属

学部長の許可を受けなければならない。 

２  前項の許可を受けて留学した期間は，第22条の修業年限に算入するものとする。 

（休学の許可） 

第 4 1 条 学生が，疾病その他の理由により，３か月以上修学を休止しようとするときは，所属学

部長の許可を得て休学することができる。 

２  前項の休学期間は，１年以内とする。ただし，特別の理由があると認めるときは，学部長は，

更に１年を超えない範囲内において休学期間の延長を認めることができる。当該延長に係る期

間が満了した場合において，これを更に延長しようとするときも，同様とする。 

第 41 条の 2 前条の規定にかかわらず，医学部医学科の学生であって，第 60 条第 1 項の規定によ

り医学研究科博士課程に早期入学するときは，医学部長の許可を得て，休学することができる。 

２ 前項の休学期間は，4 年以内とする。ただし，特別の理由があると認めるときは，医学部長は，

更に 1 年を超えない範囲内において休学期間の延長を認めることができる。当該延長に係る期

間が満了した場合において，これを更に延長しようとするときも，同様とする。 

（休学の解除） 

第 4 2 条 前条の休学期間中にその理由が消滅したときは，所属学部長の許可を得て，復学するこ

とができる。 

（休学の命令） 

第 4 3 条 学生で，疾病により３か月以上修学を休止させることが適当と認められる者があるとき

は，学部長の申請により，学長が休学を命ずる。 

（休学期間の取扱い） 

第 4 4 条 休学の期間は，通算して３年を超えることはできない。ただし，第41条の2に規定する学

生の休学期間の通算については，8年を限度として，医学部において別に定める。 

２  休学期間は，在学年数に算入しない。 

第 ４ 節 退学及び除籍 

（退  学） 

第 4 5 条 学生が，退学しようとするときは，その理由を具し，所属学部長に願い出て許可を受け

なければならない。 

（疾病等による除籍） 

第 4 6 条 学生が，疾病その他の理由により，成業の見込みがないと認められるときは，学部長の

申請により，学長がこれを除籍する。 
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（入学料等未納による除籍） 

第 4 7 条 学生が次の各号のいずれかに該当するときは，学部長がこれを除籍する。 

(1) 第18条又は第19条の規定により入学料の免除又は徴収猶予を申請した者で，免除若しくは

徴収猶予が不許可になったもの又は半額免除若しくは徴収猶予が許可になったものが，その

者に係る納付すべき入学料を納付期限内に納付しないとき。 

(2) 授業料の納付を怠り，督促を受けても，納付期限の属する学期の末日までに納付しないと

き。 

第 ５ 節 卒業要件及び学士の学位 

（卒業要件） 

第 4 8 条 卒業の要件は，第22条に定める期間在学し，124単位（医学部医学科にあっては，188単

位。以下同じ。）以上を各学部規則の定めるところにより修得することとする。 

２  前項の規定により卒業の要件として修得すべき124単位のうち，第27条第２項の授業の方法

により修得する単位数は60単位を超えないものとする。ただし，124単位を超える単位数を卒

業の要件としている場合においては，同条第１項に規定する授業により64単位（医学部医学科

にあっては，128単位）以上を修得しているときは，60単位を超えることができることとする。 

（学士の学位授与） 

第 4 9 条 前条の規定により，学部所定の課程を修めて本学を卒業した者に対しては，学士の学位

を授与する。 

第 ６ 節 授 業 料  

（授業料の納期） 

第 5 0 条 授業料は，次の２期に分け，年額の２分の１に相当する額をそれぞれその納付期間中に

納付しなければならない。 

期   別 納 付 期 間 

前   期（４月から９月まで） ４月１日から４月30日まで 

後   期（10月から３月まで） 10月１日から10月31日まで 

２  前項の規定にかかわらず，前期に係る授業料を納付するときに，当該年度の後期に係る授業

料を併せて納付することができる。 

３  入学年度の前期又は前期及び後期に係る授業料については，第１項の規定にかかわらず，入

学を許可されるときに納付することができる。 

４  第１項の納付期間を経過した後において入学した者のその期の授業料は，入学の日の属する

月に納付しなければならない。 

５  学年の中途において卒業する者の授業料は，その卒業の月までの分を，月割をもって在学す

る期の納付期間内に納付しなければならない。 

６  既納の授業料は，還付しない。ただし，第２項又は第３項の規定により授業料を納付した者

が，次の各号のいずれかに該当する場合は，納付した者の申出により当該各号に定める授業料

相当額を還付するものとする。 

(1) 第２項の規定により授業料を納付した者が，後期に係る授業料の納付期間前に休学又は第

45条の規定により退学した場合 後期分の授業料に相当する額 
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(2) 第３項の規定により授業料を納付した者が，入学年度の前年度の末日までに入学を辞退し

た場合 入学年度の前期分又は前期分及び後期分の授業料に相当する額 

(3) 第３項の規定により授業料を納付した者が，入学年度の前年度の末日までに入学年度の初

日から休学を申し出，第41条第１項の規定により休学を許可された場合，入学年度の前期分

又は前期分及び後期分の授業料に相当する額 

（授業料の免除） 

第 5 1 条 経済的理由により授業料を納付することが困難であり，かつ，学業が優秀である者その

他特別な事情がある者に対しては，本人の申請により授業料の全額又は半額を免除することが

ある。 

２  前項に規定する授業料の免除の取扱いについては，別に定める。 

（授業料の徴収猶予及び月割分納） 

第 5 2 条 経済的理由により授業料の納付期限までに授業料を納付することが困難であり，かつ，

学業が優秀である者その他特別な事情がある者に対しては，本人の申請により授業料の徴収猶

予又は月割分納を許可することがある。 

２  前項に規定する授業料の徴収猶予及び月割分納の取扱いについては，別に定める。 

（休学者の授業料） 

第 5 3 条 学生が授業料の納付期限までに休学を許可された場合又は授業料の徴収猶予を受けてい

た者が休学を許可された場合は，月割計算により休学当月の翌月（休学を開始する日が月の初

日に当たる場合は，その月）から復学当月の前月までの授業料を免除する。 

２  休学中の者が復学した場合は，復学当月以後のその期の授業料を月割をもって復学の際に納

付しなければならない。 

（退学者等の授業料） 

第 5 4 条 第50条に定める期の中途において，第45条の規定により退学し，第55条の２第１項の規

定により停学若しくは懲戒退学を命ぜられ，又は除籍された者は，その期の授業料を納付しな

ければならない。ただし，死亡し，若しくは行方不明となったことにより除籍された場合又は

第47条の規定により除籍された場合は，その者に係る未納の授業料の全額を免除することがあ

る。 

２  授業料の徴収猶予又は月割分納を許可されている者が退学を許可された場合は，月割計算に

より退学の翌月以後に納付すべき授業料の全額を免除することがある。 

第 ７ 節 賞   罰 

（表  彰） 

第 5 5 条 学生として表彰に値する行為があったときは，所属学部長等の推薦により，学長は，こ

れを表彰することがある。 

２  前項に関し必要な事項は，神戸大学学生表彰規程（平成17年２月17日制定）で定める。 

（懲  戒） 

第 5 5 条 の２ 本学の規定に違背し，学生の本分を守らない者があるときは，所定の手続により学

長が懲戒する。 

２  懲戒は，訓告，停学及び懲戒退学とする。 
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（学位論文及び最終試験） 

第 7 0 条 学位論文及び最終試験に関することは，学位規程に定めるところによる。 

（修士及び博士の学位並びに専門職学位の授与） 

第 7 1 条 各研究科において，所定の課程を修了した者に対しては，その課程に応じて修士若しく

は博士の学位又は専門職学位を授与する。 

２  前項の学位に関することは，学位規程に定めるところによる。 

第 ３ 節 準 用 規 定 

（準用規定） 

第 7 2 条 第12条（入学期），第14条（転入学），第15条（再入学），第16条（入学志願），第17

条（入学手続），第18条（入学料の免除）（第２項を除く。），第19条（入学料の徴収猶予

等），第20条（死亡等による入学料の免除），第21条（宣誓），第22条（修業年限）（第１項，

第２項及び第３項を除く。），第24条（在学年限），第27条（授業の方法），第31条（単位の

授与），第32条（単位の基準）（第２項及び第３項を除く。），第33条（他学部の授業科目の

履修），第38条（転学部），第39条（転学科），第45条（退学），第46条（疾病等による除

籍），第47条（入学料等未納による除籍），第50条から第54条まで（授業料），第55条（表

彰）及び第55条の２（懲戒）の規定は，大学院に準用する。ただし，第24条を準用する場合に

おいて，医学研究科の博士課程以外の博士課程にあっては，標準修業年限を前期課程と後期課

程に分ける。 

（履修科目の登録の上限） 

第 7 3 条 専門職大学院学生の履修科目の登録の上限に関しては，第29条第１項を準用する。この

場合において，「学部規則」とあるのは「研究科規則」と読み替えるものとする。 

（成績評価基準） 

第 7 3 条 の２ 大学院（専門職大学院を除く。）の成績評価基準に関しては，第30条を準用する。

この場合において，「各学部」とあるのは「各研究科」と，「授業の方法及び計画」とあるの

は「授業及び研究指導の方法及び計画」と読み替えるものとする。 

２  専門職大学院の成績評価基準に関しては，第30条を準用する。この場合において，「各学

部」とあるのは「専門職大学院」と読み替えるものとする。 

（他大学大学院の授業科目の履修） 

第 7 4 条 大学院学生の他大学（外国の大学を含む。）の大学院の授業科目の履修に関しては，第

34条を準用する。この場合において，同条第２項中「60単位」とあるのは，「10単位（ただし，

専門職大学院学生（法科大学院学生を除く。）にあっては15単位，法科大学院学生にあっては

30単位）」と，同条第3項中「及び外国の」とあるのは「，外国の」と，「当該教育課程におけ

る授業科目を我が国において」とあるのは「当該教育課程における授業科目を我が国において

履修させる場合及び国際連合大学の教育課程における授業科目を」と，同条第4項中「学部規

則」とあるのは「研究科規則」と読み替えるものとする。 

（休学期間中に外国の大学の大学院において履修した授業科目の単位の取扱い） 

第 7 4 条 の２ 大学院学生が休学期間中に外国の大学において履修した授業科目について修得した

単位に関しては，第34条の２を準用する。この場合において，同条第１項中「外国の大学又  
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は短期大学」とあるのは「外国の大学の大学院」と，同条第２項中「60単位」とあるのは，

「10単位(ただし，専門職大学院学生(法科大学院学生を除く。)にあっては15単位，法科大学院

学生にあっては30単位)」と，同条第３項中「学部規則」とあるのは「研究科規則」と読み替え

るものとする。 

（入学前の既修得単位の認定） 

第 7 5 条 大学院学生の入学前の既修得単位の認定に関しては，第36条（第２項を除く。）を準用

する。この場合においては，同条第１項中「大学又は短期大学」とあるのは「大学院」と，同

条第３項中「第34条第２項，第34条の２第１項及び前条第１項により本学において修得したも

のとみなし，又は与えることのできる単位数と合わせて60単位」とあるのは，「10単位（ただ

し，専門職大学院学生（法科大学院学生を除く。）にあっては第74条及び第74条の2の規定によ

り本学において修得したものとみなす単位数と合わせて15単位，法科大学院学生にあっては第

74条及び第74条の2の規定により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて30単

位）」と，同条第４項中「学部規則」とあるのは「研究科規則」と読み替えるものとする。 

（留  学） 

第 7 6 条 大学院学生の外国の大学への留学に関しては，第40条を準用する。この場合において，

同条第１項中「第34条第１項」とあるのは「第74条」と，「所属学部長」とあるのは「所属研

究科長」と，同条第２項中「第22条」とあるのは「第63条」と読み替えるものとする。 

（休  学） 

第 7 7 条 大学院学生の休学に関しては，第41条第１項，第42条，第43条及び第44条第２項を準用

するほか，各研究科規則で定める。 

 

 

第 ４ 章  学位プログラム 

（学位プログラム） 

第 77 条の２ 各学部及び各研究科において編成する教育課程のほか，明確な人材養成目的に基づ

き，学部又は研究科の枠を超えた組織的な指導体制で展開される体系性・一貫性ある教育を実施

するため，学位の取得を目的とする学位プログラムを置くことができる。 

２  前項に規定する学位プログラムは，次のとおりとする。                

EUエキスパート人材養成プログラム 

３  学位プログラムの実施に関し必要な事項は，別に定める。 

 

 

第 ５ 章 特別聴講学生，特別研究学生，科目等履修生，聴講生，研究生，専攻生及び外国人特別学生 

（特別聴講学生） 

第 7 8 条 他の大学，短期大学（外国の大学又は短期大学を含む。）又は高等専門学校との協定に

基づき，当該大学（大学院を含む。），短期大学又は高等専門学校の学生で，本学の授業科目

を履修しようとする者があるときは，特別聴講学生として許可することがある。 

２  特別聴講学生については，協定に定めるもののほか，関係の学部規則及び研究科規則で定め
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る。 

（特別研究学生） 

第 7 9 条 他大学（外国の大学を含む。）の大学院との協定に基づき，当該大学院の学生で，本学

において研究指導を受けようとする者があるときは，特別研究学生として許可することがある。 

２  特別研究学生については，協定に定めるもののほか，関係の研究科規則で定める。 

（科目等履修生） 

第 8 0 条 本学が開設する１又は複数の授業科目を履修しようとする者があるときは，科目等履修

生として許可することがある。 

２  科目等履修生に対しては，単位を与えることができる。 

３  科目等履修生については，関係の学部規則及び研究科規則で定める。 

（聴講生，研究生及び専攻生） 

第 8 1 条 本学が開設する１又は複数の授業科目を聴講しようとする者があるときは，聴講生とし

て許可することがある。 

２  特定の事項について研究しようとする者があるときは，研究生として許可することがある。 

３  本学学部卒業者で，特定の専門事項について攻究しようとする者があるときは，専攻生とし

て許可することがある。 

４  聴講生，研究生及び専攻生については，それぞれ関係の学部規則，研究科規則及び専攻生規

則で定める。 

（授業料の納期） 

第 8 2 条 特別聴講学生，特別研究学生，科目等履修生，聴講生，研究生及び専攻生の授業料につ

いては，それぞれの在学予定期間に応じ，３か月分又は６か月分に相当する額を当該期間にお

ける当初の月に納付するものとし，在学予定期間が３か月未満又は６か月未満であるときは，

その期間分に相当する額を当該期間における当初の月に納付しなければならない。 

（外国人特別学生） 

第 8 3 条 外国人で，第10条，第56条，第58条又は第59条の規定によらないで，外国人特別学生と

して本学の学部又は大学院に入学を志望する者があるときは，教授会の議を経て許可する。 

２  前項の学生で，学部又は大学院の課程を修了した者には，第49条又は第71条に定める学位を

授与する。 

 

 

第 ６ 章 授業料，入学料及び検定料の額 

（授業料，入学料及び検定料の額） 

第 8 4 条 本学の授業料，入学料及び検定料（以下「授業料等」という。）の額は，神戸大学にお

ける授業料，入学料，検定料及び寄宿料の額に関する規程（平成16年４月１日制定）に定めら

れた額とする。 

（授業料等の不徴収） 

第 8 4 条 の２ 国費外国人留学生制度実施要項（昭和29年３月31日文部大臣裁定）に基づく国費外

国人留学生の授業料等については，前条の規定にかかわらず，不徴収とする。 
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２  特別聴講学生及び特別研究学生の授業料等については，第82条及び前条の規定にかかわらず，

第78条第1項又は第79条第1項の協定に基づき，不徴収とすることができる。 

３  科目等履修生のうち，教育公務員特例法（昭和24年法律第1号）第22条第2項又は第3項の規

定に基づき本学に派遣された教育職員（以下「現職教育職員」という。）の入学料及び検定料に

ついては，第82条及び前条の規定にかかわらず，不徴収とすることができる。 

４  聴講生及び研究生のうち，現職教育職員の授業料等については，第82条及び前条の規定にか

かわらず，不徴収とすることができる。 

５  学長の承認に基づき現職のままで科目等履修生，聴講生又は研究生として入学した本学の附

属学校教員の授業料等は，不徴収とする。 

６  外国人特別学生の授業料等については，学長が認めたときは，前条の規定にかかわらず，不

徴収とすることができる。 

 

 

第 ７ 章 教育職員免許状 

（教員の免許状授与の所要資格の取得） 

第 8 5 条 教員の免許状授与の所要資格を取得しようとする者は，教育職員免許法（昭和24年法律

第147号）及び教育職員免許法施行規則（昭和29年文部省令第26号）に定める所要の単位を修得

しなければならない。 

２  前項の規定により所要資格を取得できる教員の免許状の種類等については，関係の学部規則

及び研究科規則の定めるところによる。 

 

  附 則 

 １ この規則は，平成26年4月１日から施行する。 
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別 表 収容定員 

 

１ 学 部 

 

学科別 計 学科別 計 学科別 計 学科別 計 

文  学  部   115 115 460 460 

国 際 文 化 学 部 140 140 560 560 

90 360 

50 学科共通 200 

40 280 10 10 160 1,140 

100 400 

法 学 部 180 180 20 20 760 760 

経 済 学 部 270 270 20 20 1,120 1,120 

経 営 学 部 260 260 20 20 1,080 1,080 

25 100 

35 学科共通 140 

25 25 100 

20 80 

35 140 

112 5 0 663 

看護学専攻 80 10 

検査技術科学専攻 40 0 660 

理学療法学専攻 20 0 

作業療法学専攻 20 0 

90 360 

60 240 

90 学科共通 360 

100 540 20 20 400 2,200 

100 400 

100 400 

35 学科共通 140 

53 10 212 

62 248 

80 学科共通 160 

40 10 80 

80 280 

2,547 5 145 10,413 

2年次編入学定員 

5 

合        計 

150 10 620 

海 事 科 学 部 200 10 540 

グローバル輸送科学科 

海洋安全システム科学科 

マリンエンジニアリング学科 

市民工学科 

建築学科 

農 学 部 

食料環境システム学科 

資源生命科学科 

生命機能科学科 

工 学 部 
電気電子工学科 

機械工学科 

医 学 部 
保健学科 

272 10 

医学科 

発 達 科 学 部 

入学定員 

理 学 部 140 

区     分   

経営学科 

生物学科 

地球惑星科学科 

人間表現学科 

経済学科  

1,323 

数学科 

総定員 

25 610 

人間環境学科 

法律学科 

人文学科 

国際文化学科 

人間形成学科 

応用化学科 

情報知能工学科 

3年次編入学定員 

物理学科  

化学科 

人間行動学科 
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２ 大 学 院 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

9 42 

情報科学専攻 28 3 56 9 
計算科学専攻 24 8 48 24 
食料共生 システム 学専攻 27 126 6 25 54 252 18 75 
資源生命科学専攻 42 8 84 24 
生命機能科学専攻 57 11 114 33 

海事科学研究科 海事科学専攻 60 60 11 11 120 120 33 33 
国際開発政策専攻 26 70 9 25 52 140 27 75 
国際協力政策専攻 22 7 44 21 
地域協力政策専攻 22 9 44 27 

1,208 299 78 149 378 50 2,412 898 312 

農学研究科 

工学研究科 

国際文化 
学研究科 

法学研究科 

人間発達環 

境学研究科 

医学研究科 

システム 情 
報学研究科 

経営学研究科 

国際協力研究科 

合              計 25 

博     士     課     程 
修士課程 

前 
   

期 後 
   

期 前 
   

期 後 
   

期 

理学研究科 

専門職学 

 位課程  

人文学研究科 

区 
       

分 
  
総                定               員 入          学          定          員 

修士課程 
博     士     課     程 専門職学 

 位課程  

専攻別 計 専攻別 計 専攻別 計 専攻別 計 専攻別 計 専攻別 計 専攻別 計 専攻別 計 専攻別 計 専攻別 計 
文化構造専攻 20 50 8 20 40 100 24 60 
社会動態専攻 30 12 60 36 
文化相関専攻 20 50 6 15 40 100 18 45 
グローバル 文化専攻 30 9 60 27 
人間発達専攻 52 96 11 17 104      188 22 40 

( 1 年履修 コース ) 4 4 

人間環境学専攻 40 6 80 18 
理論法学専攻 28 40 14 20 56 80 42 60 
政治学専攻 12 6 24 18 
実務法律専攻 80 80 240 240 

経済学研究科 経済学専攻 83 83 22 22 166 166 78 78 
経営学専攻 51 51 34 34 102 102 102 102 
現代経営学専攻 69 69 138 138 
数学専攻 22 122 4 29 44 244 12 87 
物理学専攻 24 5 48 15 
化学専攻 28 6 56 18 
生物学専攻 24 7 48 21 
地球惑星科学専攻 24 7 48 21 

バイオメディカルサイエンス 専攻 25 25 50 50 
医科学専攻 78 78 312 312 

保健学研究科 保健学専攻 56 56 25 25 112 112 75 75 
建築学専攻 65 324 8 42 130 648 24 126 
市民工学専攻 43 6 86 18 
電気電子工学専攻 65 8 130 24 
機械工学専攻 78 10 156 30 
応用化学専攻 73 10 146 30 
システム 科学専攻 28 80 3 14 56 160 
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６  学生証の再交付手続き及び返納は，学生の所属学部又は研究科において行うものとする。 

（欠 席 届） 

第 ６ 条 学生が，３週間以上欠席するときは，理由を具し，欠席届を学部長又は研究科長に提出

しなければならない。 

（学生登録票） 

第 ７ 条 学生は，入学したときは，速やかに学生登録票を学部長又は研究科長に提出しなければ

ならない。 

（身上異動・住所変更届） 

第 ８ 条 学生は，改姓，改名等，身上に異動があったとき，又は住所（保護者等の住所等を含

む。）を変更したときは，速やかに身上異動・住所変更届を学部長又は研究科長に提出しなけ

ればならない。 

第 ９ 条 大学院における入学志願及び合否の判定については，第１条及び第２条の規定にかかわ

らず，各研究科において定めるものとする。 

２  大学院における授業科目の成績については，第４条に定めるもののほか，必要があると認め

るときは、各研究科において定めることができる。 

（健康診断） 

第 1 0 条 学生は，毎年本学で行う健康診断を受けなければならない。 

（様  式） 

第 1 1 条 諸願届等の様式は，別紙のとおりとする。 

  

   附  則 

1 この細則は，平成 26年 4月 1日から施行する。 

2 この細則施行の際現に在学する者で神戸大学共通細則の一部を改正する細則(平成 24 年 3 月

14 日制定)附則第 2 項の規定により，なお従前の例によるとされた者に係るこの細則による改正

後の神戸大学共通細則の規定の適用については，第 4 条の規定にかかわらず，なお従前の例によ

る。 
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様式６号
（表）

神 戸 大 学 学 生 証

上記の者は、本学の学生であることを証明する。

年 月 日
年 月 日

神 　　戸 　　大 　　学 　　長 印

（生協組合員番号）

（裏）

１　本学学生は常にこの学生証を携帯し、次の場合は、
　　これを提示しなければならない。
 (1)本学教職員の請求があった場合

(2)通学定期乗車券又は学生用割引乗車券の購入及び
これによって乗車船し、係員の請求があった場合

(3)本学図書館を利用する場合
（表面顔写真下の数字は図書館利用IDです。） 　

２　本証は他人に貸与又は譲渡してはならない。
３　本証を紛失したとき、又は記載内容に変更が生じた
　　ときは、直ちに発行者に届け出ること。
４　卒業、退学等により学籍を離れたときは、直ちに発行者に返納すること。

神戸大学 〒657-8501 神戸市灘区六甲台町1-1 TEL(078)881-1212(大代表)

■　注 意 事 項

（シール貼付スペース）

(図書館利用ID）

有 効 期 限

写
真

所 属
学 籍 番 号
氏 名
生 年 月 日

発 行 年 月

                   

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式７号 

-48-



  

 

様式 8号 
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様式 9号 
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３ 全学共通授業科目実施に関する規則・内規等 

 
(1)  神戸大学大学教育推進機構規則 

（平成17年４月１日制定） 

（平成25年９月24日一部改正） 

（趣  旨） 

第 １ 条 この規則は，国立大学法人神戸大学学則（平成16年4月1日制定）第2条の2第3項の規定に

基づき，神戸大学大学教育推進機構（以下「機構」という。）の目的，組織，運営等について

定めるものとする。 

（目  的） 

第 ２ 条 機構は，大学教育の推進を図ることを目的とする。 

（業  務） 

第 ３ 条 機構は，次の各号に掲げる業務を行う。 

 (1) 大学教育の推進のための全学的な取組に係る企画立案及び評価に関すること。 

 (2) 全学共通教育に係る教育課程の編成並びに全学共通教育の実施及び担当教員に関すること。 

 (3) グローバル人材育成推進事業に関すること。 

 (4) 大学教育の推進に係る研究及び大学教育の支援に関すること。 

 (5) その他前条の目的を達成するために必要なこと。 

（組  織） 

第 ４ 条 機構に，次の組織を置く。 

 (1) 大学教育推進部（以下「推進部」という。） 

 (2) 全学共通教育部（以下「教育部」という。） 

 (3) グローバル教育部（以下「グローバル部」という。） 

(4) 大学教育支援研究推進室（以下「研究推進室」という。） 

２  推進部，教育部，グローバル部及び研究推進室の業務については，別に定める。 

（職  員） 

第 ５ 条 機構に次の職員を置く。 

(1) 機構長 

(2) 副機構長 

(3) 大学教育推進部長 

(4) 全学共通教育部長 

(5) グローバル教育部長 

(6) 大学教育支援研究推進室長 

(7) 大学教育推進部副部長 

(8) 教授，准教授，講師，助教及び助手 

(9) その他の職員 

  （略） 
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別表（第３条関係） 

(1) 全学共通授業科目及び単位数 

授業科目の区分等 授 業 科 目 単 位 備  考 

教 
 
 
 
 

養 
 
 
 
 

原 
 
 
 
 

論 

人 間 形 成 と 思 想 

哲学 ２  

行為と規範 ２  

論理学 ２  

心理学 ２  

心と行動 ２  

教育学 ２  

教育と人間形成 ２  

科学技術と倫理 ２  

文 学 と 芸 術 

日本の文学 ２  

世界の文学 ２  

言語と文化 ２  

伝統芸術 ２  

芸術と文化 ２  

歴 史 と 文 化 

日本史 ２  

西洋史 ２  

アジア史 ２  

考古学 ２  

歴史と現代 ２  

科学史 ２  

芸術史 ２  

人 間 と 社 会 

社会学 ２  

社会思想史 ２  

地理学 ２  

文化人類学 ２  

現代社会論 ２  

越境する文化 ２  

生活環境と技術 ２  

学校教育と社会 ２  

法 と 政 治 

法の世界 ２  

社会生活と法 ２  

国家と法 ２  

政治の世界 ２  

現代社会と政治 ２  

経 済 と 社 会 

経済入門 ２  

経済社会の発展 ２  

現代の経済 ２  

企業と経営 ２  
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教 
 
 
 
 

養 
 
 
 
 

原 
 
 
 
 

論 

数 理 と 情 報 

構造の数理 ２  

現象の数理 ２  

数理の世界 ２  

「カタチ」の文化学 ２  

「カタチ」の科学 ２  

情報の世界 ２  

物 質 と 技 術 

素粒子と宇宙 ２  

現代の物性科学 ２  

分子の世界 ２  

物質の成り立ち ２  

資源・材料とエネルギー ２  

ものづくりと科学技術 ２  

惑星系の起源・進化・多様性 ２  

生 命 と 環 境 

身体の成り立ちと働き ２  

健康と病気 ２  

生命の成り立ちと営み ２  

生物の多様性と進化 ２  

生物の生態と自然環境 ２  

生物資源と農業 ２  

食と健康 ２  

地球と惑星 ２  

総 合 教 養 

社会と人権 ２  

神戸大学の研究最前線 ２  

神戸大学史 ２  

社会科学のフロンティア ２  

海への誘い ２  

瀬戸内海学入門 ２  

国際協力の現状と課題 ２  

阪神・淡路大震災 ２  

環境学入門 ２  

ＥＳＤ基礎(持続可能な社会づくり) ２  

企業社会論 ２  

外 

国 

語 

科 

目 

外 国 語 第 Ⅰ 

英語リーディングⅠ １  

英語リーディングⅡ １  

英語リーディングⅢ １  

英語オーラルⅠ １  

英語オーラルⅡ １  
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外 
 
 

国 
 
 

語 
 
 

科 
 
 

目 

外 国 語 第 Ⅰ 

英語オーラルⅢ １  

英語アドバンストＡ １  

英語アドバンストＢ １  

英語アドバンストＣ １  

外 国 語 第 Ⅱ 

独語ⅠＡ １  

独語ⅠＢ １  

独語ⅡＡ １  

独語ⅡＢ １  

独語ＳＡ １  

独語ＳＢ １  

独語ⅢＡ １  

独語ⅢＢ １  

独語ⅣＡ １  

独語ⅣＢ １  

仏語ⅠＡ １  

仏語ⅠＢ １  

仏語ⅡＡ １  

仏語ⅡＢ １  

仏語ＳＡ １  

仏語ＳＢ １  

仏語ⅢＡ １  

仏語ⅢＢ １  

仏語ⅣＡ １  

仏語ⅣＢ １  

中国語ⅠＡ １  

中国語ⅠＢ １  

中国語ⅡＡ １  

中国語ⅡＢ １  

中国語ＳＡ １  

中国語ＳＢ １  

中国語ⅢＡ １  

中国語ⅢＢ １  

中国語ⅣＡ １  

中国語ⅣＢ １  

ロシア語ⅠＡ １  

ロシア語ⅠＢ １  

ロシア語ⅡＡ １  
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外 
 

 

国 
 
 

語 
 
 

科 
 
 

目 

外 国 語 第 Ⅱ 

ロシア語ⅡＢ １  

ロシア語ⅢＡ １  

ロシア語ⅢＢ １  

ロシア語ⅣＡ １  

ロシア語ⅣＢ １  

外 国 語 第 Ⅲ 

独語ＸⅠ １  

独語ＸⅡ １  

仏語ＸⅠ １  

仏語ＸⅡ １  

韓国語ＸⅠ １  

韓国語ＸⅡ １  

スペイン語ＸⅠ １  

スペイン語ＸⅡ １  

イタリア語ＸⅠ １  

イタリア語ＸⅡ １  

情 報 科 目 
情報基礎 １  

情報科学 ２  

健 康 ス ポ ー ツ 科 学 

健康・スポーツ科学講義 ２  

健康・スポーツ科学実習Ⅰ １  

健康・スポーツ科学実習Ⅱ １  

共 通 専 門 基 礎 科 目 

論理学Ｓ ２  

心理学Ｓ ２  

文化人類学Ｓ ２  

社会学Ｓ ２  

社会思想史Ｓ ２  

地理学Ｓ ２  

日本国憲法 ２  

線形代数学入門 ２  

線形代数学１ ２  

線形代数学２ ２  

微分積分学入門 ２  

微分積分学１ ２  

微分積分学２ ２  

数理統計学 ２  

物理学Ｂ１ ２  

物理学Ｂ２ ２  

物理学Ｂ３ ２  
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共 通 専 門 基 礎 科 目 

物理学Ｃ１ ２  

物理学Ｃ２ ２  

物理学Ｃ３ ２  

物理学Ｃ４ ２  

物理学実験 ２  

無機化学基礎 ２  

基礎無機化学 ２  

素材化学Ⅰ ２  

素材化学Ⅱ ２  

材料化学 ２  

基礎物理化学 ２  

物理化学Ⅰ ２  

物理化学Ⅱ ２  

有機化学基礎 ２  

基礎有機化学 ２  

有機化学Ⅰ ２  

有機化学Ⅱ ２  

化学実験 ２  

生物学Ⅰ ２  

生物学Ⅱ ２  

生物学Ⅲ ２  

生物学実験 ２  

基礎地学 ２  

地球物質学 ２  

地学実験 ２  

図学 ２  

図学演習 １  

資 格 免 許 の た め の 科 目 日本国憲法 ２  

そ の 他 必 要 と 認 め る 科 目 
総合科目Ⅰ  その都度定める。 

総合科目Ⅱ  その都度定める。 
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別表第１（第20条第1項関係） 

    学士の学位に付記する専攻分野の名称 

学 部 名 等 専攻分野の名称  

文学部 文学 

国際文化学部 国際文化学 

発達科学部 発達科学 

法学部 法学 

経済学部 経済学 

経営学部 経営学又は商学 

理学部 理学 

医学部医学科 医学 

医学部保健学科 看護学，保健衛生学又は保健学 

工学部 工学 

農学部 農学 

海事科学部 海事科学 
 

別表第２（第20条第2項関係）    

  修士又は博士の学位付記する専攻分野の名称 

研 究 科 名 
専 攻 分 野 の 名 称 

修士 博士 

人文学研究科 文学 文学又は学術 

国際文化学研究科 学術 学術 

人間発達環境学研究科 学術，教育学又は理学 学術，教育学又は理学 

法学研究科 法学又は政治学 法学又は政治学 

経済学研究科 経済学 経済学 

経営学研究科 経営学又は商学 経営学又は商学 

理学研究科 理学 理学又は学術 

医学研究科 バイオメディカルサイエンス 医学 

保健学研究科 保健学 保健学 

工学研究科 工学 工学又は学術 

システム情報学研究科 システム情報学又は工学 
システム情報学，工学，学

術又は計算科学 

農学研究科 農学 農学又は学術 

海事科学研究科 海事科学 海事科学，工学又は学術 

国際協力研究科 
国際学，経済学，法学又は政

治学 

学術，法学，政治学又は

経済学 
 

別表第３（第20条第3項関係）    

    専門職学位の名称 

研 究 科 名 専攻分野の名称  

法学研究科 法務博士（専門職） 

経営学研究科 経営学修士（専門職） 

別表第４（第20条第4項関係）    

EUエキスパート人材養成プログラム 
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９ 神戸大学工学部と放送大学との間における単位互換について 

 
 神戸大学と放送大学との協定により神戸大学の学生が放送大学の授業科目を履修し単位を修得す

ることを認めることとし，工学部においては建築学科と機械工学科において単位認定を認める場合

がある。 

 単位認定する科目は，下記のとおりである。いずれの科目も卒業要件に含まれない。 

 

記 

 

◎建築学科 

 科目については，建築学科が準備する科目と重複しない内容を含む建築学に関わる科目とする。

なお、履修に当たっては放送大学の当該科目の内容を示す資料と共に教学委員に事前に確認する

こと。  

 

◎機械工学科 

 放送大学で開講される全科目について，単位認定の対象とする。 

 ※語学，数学等を含む。ただし，卒業研究・体育実技は除く。 

 

ただし，以下の４点を前提とし，いずれかが満たされない場合は単位認定の対象としない。 

(1) 放送大学開講科目の履修においては，工学部教授会の承認を必要とする。 

(2) 放送大学開講科目の単位を卒業要件の単位数に算入することは認めない。 

(3) 成績証明書に放送大学の開講科目であることを明記する。 

(4) 成績の平均点（専門科目単位数平均，全科目単位数平均など）の算出の際は放送大学開

講科目の成績を除外する。 
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16 工学部，工学研究科及びシステム情報学研究科において開講する 

授業科目の成績評価に対する申し立てに関する申合せ 

 
平成 25年 12月 6日 工学研究科運営会議 

平成 25年 12月 13日 システム情報学研究科教授会 

決定 

（趣旨） 

１．この申合せは「学生からの成績評価に対する申し立て手続き」についての申合せ（平成 25

年 10 月 23 日全学教務委員会決定）に基づき，工学部，工学研究科及びシステム情報学研究科

（以下「開講部局」という。）において開講している授業科目の成績評価に対する申し立てにつ

いて定める。 

 

（申し立ての理由） 

２．学生は受講した授業科目の成績評価について，当該授業科目の成績評価基準等に照らして疑義

がある場合は，開講部局の長に申し立てを行い，授業担当教員に説明を求めることができるもの

とする。 

 

（申し立ての手続き） 

３．成績評価に対する申し立ては，成績発表後原則として３週間以内に行うこととし，申し立て

を行う授業科目名，担当教員名，申し立ての内容及びその理由等を所定の様式により，工学研究

科教務学生係に提出することとする。 

 

（申し立てへの対応） 

４．申し立てを受けた授業科目の担当教員は，申し立てた学生に対し成績評価について速やかに工

学研究科教務学生係を通じ，回答を行うものとする。 

 また，その結果については，授業担当教員等が書面により開講部局の長に報告することとする。 
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17 神戸大学ＥＳＤコース実施要領 
 

 （趣旨） 

第１ 神戸大学発達科学部，文学部，経済学部，農学部，国際文化学部，工学部及び医学部（以下

「７学部」という。）に各学部規則等の規定により神戸大学ＥＳＤ（Education for Sustainable 

Development：持続可能な開発のための教育）コース（以下「コース」という。）を置き，そ

の実施に関し必要な事項を定める。 

 

 （設置目的） 

第２ コースは，各学部がアクション・リサーチ等を共通の手法としながら各学部間及び学内外の

組織と連携して，持続可能な社会づくりに資する人材を養成することを目的とする。 

 

 （授業科目名及び単位数） 

第３ コースにおける授業科目名，単位数，開講時期及び開講学部等については，別表第１のとお

りとする。 

 

 （履修申請） 

第４ 履修の対象となる学生は，７学部に所属する学生とし，「神戸大学ＥＳＤコース履修申請

書」を所属学部の教務担当係に所定の期日までに提出するとともに，履修登録を行うものとす

る。 

 

  （修了要件） 

第５ コースを修了しようとする学生は，別表第２に定めるところに従い，14単位以上を修得しな

ければならない。 

  

 （修了認定証の授与） 

第６ コース修了の認定は，当該コースを履修した学生が所属する学部の教授会において行い，修

了を認定した者については，修了認定証を授与する。 

２ 修了認定証の様式は，別紙のとおりとする。 

３ 修了認定証は，原則として学位記授与式の日に交付する。 

 

 （雑則） 

第７ この要領に定めるもののほか，コースの実施に関し必要な事項は，７学部が協議して定める。 

 

   附 則 

  この要領は，平成20年４月１日から実施する。 

  この要領は，平成23年４月１日から実施する。 

  この要領は，平成24年４月１日から実施する。 

  この要領は，平成25年４月１日から実施する。 

  この要領は，平成26年４月１日から実施する。 
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Ⅵ 授 業 の 概 要 に つ い て
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（３）工学部の教育組織 

 

 

 

 学科 講   座 教育研究分野 

建 

築 

学 

科 

空間デザイン 

建築・都市デザイン 

住宅・コミュニティデザイン 

構造デザイン 

建築マネージメント 

建築計画・建築史 

建築史・歴史環境論 

地域・住宅計画 

建築・都市安全計画 

構 造 工 学 

構造性能工学 

構造制御工学 

構造システムエ学 

環 境 工 学 

音・光環境計画 

熱・空気環境計画 

都市環境・設備計画 

市 

民 

工 

学 

科 

人間安全工学 

構造安全工学 

地盤安全工学 

交通システム工学 

地盤防災工学 

地震減災工学 

流域防災工学 

環境共生工学 

環境流体工学 

水圏環境工学 

地圏環境工学 

広域環境工学 

都市保全工学 

都市経営工学 

電 

気 

電 

子 

工 

学 

科 

電 子 物 理 

メゾスコピック材料学 

フォトニック材料学 

量子機能工学 

ナノ構造エレクトロニクス 

電磁エネルギー物理学 

電 子 情 報 

集積回路情報 

計算機工学 

通信情報 

アルゴリズム 

知的学習論 

学科 講   座 教育研究分野 

機 

械 

工 

学 

科 

熱  流  体 

応用流体工学 

混相熱流体工学 

エネルギー変換工学 

エネルギー環境工学 

材 料 物 理 

固体力学 

破壊制御学 

材料物性学 

表面・界面工学 

設 計 生 産 

複雑系機械工学 

機械ダイナミックス 

コンピューター統合生産工学 

知能システム創成学 

創造設計工学 

応 

用 

化 

学 

科 

物 質 化 学 

物質創成科学 

物質制御工学 

物質機能化学 

化 学 工 学 

反応・分離工学 

プロセス工学 

生物化学工学 

※ 情報知能工学科については，システム情報学研究科教員が

兼務。 

-142-



-143-



  

（５）授業科目の履修等について 

 

1 授業料目，授業科目の区分及び履修について 

本学部の授業科目は工学部規則に定められており，各授業科目の年次配当については

各学科の「履修科目一覧」に掲載しています。なお，授業科目の区分は次のとおりです。 

（1）共通科目 

①教養原論 

学生は，教養原論の授業科目の中から8科目16単位を修得しなければなりません。 

教養原論は，1，2年の前期と後期に開講します。 

②外国語科目 

外国語科目は，以下の区分からなります。 

・外国語第I：英語 

・外国語第Ⅱ：独語，仏語，中国語，ロシア語 

・外国語第Ⅲ：独語，仏語，韓国語，スペイン語，イタリア語 

外国語第Ⅱ及び外国語第Ⅲについては，学科により履修することのできる科目が

異なりますので，詳細は158～160ページの「全学共通授業科目の履修科目一覧

表」を参照すること。 

③情報科目 

情報科目は情報基礎と情報科学からなりますが，このうち情報基礎は全学科の必修

科目，情報科学は建築学科，市民工学科，電気電子工学科及び機械工学科の選択科

目です。 

④健康・スポーツ科学 

健康・スポーツ科学は，健康・スポーツ科学講義，健康・スポーツ科学実習I及

び健康・スポーツ科学実習Ⅱからなります。このうち，健康・スポーツ科学実

習Ⅰは全学科の必修科目です。他２科目は，全学科の選択科目です。 

⑤その他必要と認める科目 

その他必要と認める科目は，学生の自主的な学習に応える科目です。 

（2）専門科目 

専門科目は，各学科においてそれぞれ定められており，必修科目，選択必修科目

及び選択科目からなります。 

（3）外国人留学生のための日本語科目 

外国人留学生が，日本語科目を修得したときは，外国語の修得単位数に算入する

ことができます。（「外国人留学生のための日本語等授業科目の単位の取扱いに関

する申し合わせ」を参照してください。） 

 （4）全学共通授業科目（履修申請コードＵ）と工学部授業科目（履修申請コードＴ） 

授業科目の区分は，上記(1)～(3)に示したとおりですが，規則上から説明すると，

大学教育推進機構により開講される全学共通授業科目と工学部により開講される工

学部授業科目に分かれます。 

全学共通授業科目は，神戸大学全学共通授業科目履修規則に定められた授業科目

の中から，本学部の教育上，必要な授業科目を選んだものであり，上記の「(1)共通科

目」，「(2)専門科目」の一部及び「(3)日本語科目」からなります。 

工学部授業科目は，文字どおり工学部により開講される授業科目で，上記「(2)専

門科目の大部分」からなります。 
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なお，内規等については，後で個々に説明しますが，全学共通授業科目に適用

されるものと工学部授業科目に適用されるものとの２本立てとなっていますので，

十分に注意してください。 

2 履修要件 

学生は，それぞれの学科において定められた区分に従って，単位を修得しなければ

なりません。各学科の「履修上の注意」の項を参照してください。 

3 履修登録・確認の手続きについて 

科目の履修に際しては，学科毎に記載されている「履修科目一覧表」及び毎学期始

めに配付する「授業時間割表」により，教学委員・指導教員等の指示に従い履修科

目を十分に検討した上，毎学期指定された期間内にＷＥＢにより履修登録・確認を

行わなければなりません。（教養原論については，１年次の後期以降は抽選登録をし

なければなりません。登録期間等詳細は掲示にてお知らせします。） 

なお，履修登録されていない授業科目は，たとえ履修・受験しても無効であり，登

録されている授業科目でも異なる教員の授業科目を履修・受験した場合も無効です。 

また，他学部の講義を履修しようとする場合は，受講許可カードが必要ですので，

開講学部等で曜日時限を確認し，工学部の教務学生係に申し出てください。 

4 学期末試験等について 

①学期末試験は，各学期に設定されている補講又は定期試験実施期間に実施しますが，

授業担当教員によっては授業の終了する前に行うこともあります。 

また，学期末試験を実施せずに，平常の成績，レポート等をもって学期末試験の代

わりとする場合もありますので，授業担当教員の指示に従ってください。 

レポートをもって試験に代えるときは，提出期限を厳守してください。 

試験は，あらかじめ履修登録をした授業料目のみ受験することができます。 

学期末試験時間割表及び試験室の指定は，その都度掲示等をしますので注意してく

ださい。 

②試験に関する注意 

イ．試験室にて不正行為のあるときは，直ちに厳重なる処罰をします。 

ロ．試験開始20分間は，受験者の退室を認めません。 

ハ．試験開始20分を経過した後は，受験者の入室を認めません。 

ニ．答案用紙は，答案の成否に拘らず各枚毎に必ず学籍番号・氏名を記入して提出

してくだい。 

ホ．答案用紙に他事記載を禁じます。もし，これを記載したときは不利益を受ける

ことがあります。 

ヘ．試験に不必要なものは，一切鞄類の中へしまうか，又は所定の場所へ置いてく

ださい。 

ト．一旦退室した者は，いかなる理由によるも，受験者全員の答案回収が済むまで

再入室を認めません。 

チ．携帯電話等の通信機器を時計もしくは電卓の代わりに使用することは一切認め

ませんので，必ず電源を切った上で鞄等の中へしまっておいてください。 

試験中にこれらの機器に触れている場合もしくは机の上あるいは中に置いてい

る場合は，不正行為とみなしますので注意してください。（なお，試験時間中

にかばん等の中で着信音やマナーモードの振動音等が発生した場合は，監督者

が本人の了解を得ずにかばん等を試験室外に持ち出すことがあります。） 
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また，教務情報システム「うりぼーネット」からは，全ての休講情報について確認ができ

ます。（携帯電話からも閲覧可） 

  大学教育推進機構ホームページ   

学年暦，時間割，履修・抽選登録，期末試験などに関する情報は大学教育推進機構ホーム

ページにも掲載しています。 

  教務情報システム「うりぼーネット」掲示板  

  授業に関する情報のほかに学生呼出やお知らせを掲載することがあります。 

 

＜各ＷｅｂページのＵＲＬ＞ 

 大学教育推進機構ホームページ 

  http://www.iphe.kobe-u.ac.jp/index.html 

 全学共通教育部ホームページ 

   http://www.iphe.kobe-u.ac.jp/zengaku.htm 

教務情報システム「うりぼーネット」 

  https://kym.kobe-u.ac.jp/kobe-u/campus 

 携帯電話からの休講情報 

  https://mob-kym.kobe-u.ac.jp/kobe-m/campus  
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専門基礎および専門科目 （◎印は必修，○印は選択要望，無印は選択科目を示す）

区
分 

必
修
・ 

選
択
の
別 

授業科目 単位 

毎週の授業時間     

1 2 3 4 担 当 教 員 備 考 

前 後 前 後 前 後 前 後     

専 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

門 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

科 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

目 

○ 西洋建築史 2  2 未定  

 歴史環境論 2  2 未定  

 居住環境論 2  2 近藤  

 都市設計論 2  2 山崎・三輪  

 地域安全論 2  2 北後・大西  

 ランドスケープデザイン 2  2 福岡  

 まちづくり論 2  2 計画系教員  

 【E.環境・設備】     

◎ 建築環境工学Ⅰ 2  2 阪上  

◎ 建築環境工学Ⅱ 2  2 松下  

◎ 建築環境工学Ⅲ 2  2 松下  

 熱環境計画 2  2 高田（暁）  

 音環境計画 2  2 佐藤  

 都市環境計画 2  2 竹林  

 建築設備システム 2  2 赤山○非   

 光環境計画 2  2 鈴木  

 【F.構造】     

○ 構法システム 2  2 谷（明勲）  

◎ 構造力学Ⅰ 2  2 難波  

◎ 構造力学Ⅱ 2  2 大谷（恭弘）   

○ 構造演習Ⅰ 1  2 構造系教員  

○ 防災構造工学 2  2 藤永  

○ 構造力学Ⅲ 2  2 向井  

○ 構造演習Ⅱ 1  2 構造系教員  

◎ 建築鋼構造学 2  2 田中（剛）  

◎ 建築コンクリート構造学 2  2 孫  

○ 構造設計学 2  2 孫・田中（剛）  

○ 建築耐震構造 2  2 藤谷・向井  

○ 構造計画学 2  2 谷（明勲）・山邊  

 構造設計Ⅰ 2  6 構造系教員  

 構造設計Ⅱ 2  6 構造系教員  

 システム構造解析 2  2 大谷（恭弘）  

 建築複合構造学 2  2 孫・田中（剛）  

 【G.材料・生産】      

 建築素材論 2  2 松川○非   

◎ 建築材料学 2  2 孫・難波  

◎ 建築生産学 2  2 多賀  

○ 建築構法 2  2 福田○非 ，松尾○非   

○ 建築工学実験 2  4 構造系・環境系教員  

 ライフサイクルマネジメント 2  2 大谷（恭弘）・谷（明勲）   

 【その他】      

 特別講義Ⅰ 2      

 特別講義Ⅲ  2      注２ 

 特別講義Ⅳ 1      

 特別講義Ｖ 1      

その他必要と認める専門科目     その都度定める 

 注１ ○非印は非常勤講師。◎印は必修，○印は選択要望，無印は選択科目を示す。 
  ２ 開講時期は定めていない科目。その都度，掲示する。特別講義Ⅱの履修については教学委員に確認するこ

と。「学外演習」は事前申請により実施した成果をもとに承認を得て履修登録することができる。 
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５ 履修上の注意  

 

（１）履修規則 

１）専門科目総準備単位１６７単位 

２）◎印の授業科目は必修である。◎印のついていない科目は全て選択であるが，履修してお  

いて欲しい科目には○印（選択要望）が付けられているので，履修計画上の参考にするこ 

と。 

３）学生が１年間に履修登録可能な単位数は，工学部規則第６条に規定されている単位を上限 

とする。（80ページ参照） 

４）学生の卒業に必要な単位は１２９単位以上とする。その内訳は工学部規則第５条，別表第 

２のとおり。（99ページ参照） 

（注）専門科目について（共通専門基礎科目及び専門基礎科目を含む） 

１ 必修科目４７単位（含む卒業研究１０単位）を修得すること。 

２ 共通専門基礎科目，専門基礎科目および，専門科目の【Ａ．共通基礎】から 

１５単位以上修得すること。 

３ 専門科目のうち，【Ｄ．計画】から１６単位以上，【Ｅ．環境・設備】から 

１２単位以上，【Ｆ．構造】から１６単位以上，【Ｇ．材料・生産】から８単位 

以上をそれぞれ修得すること。 

５）他学科または他学部の専門科目の授業科目中，当学科が認めた場合は，当学科修得単位の 

取り扱いは，工学部規則第７条，及び第８条に従う。 

６）外国人留学生の外国語科目の必要修得単位の取り扱いについては，工学部内規に従う。 

 

（２）建築学科履修内規 

１）卒業研究申請要件について（工学部規則第７条２項） 

卒業研究の申請をしようとする者は，表に示す単位を修得していること。 

表 卒業研究の申請に必要な単位数 

   授 業 科 目 単   位   数 

教養原論 

外国語科目 

情報科目 

健康・スポーツ科学 

専門科目 

１６単位 

１０単位 

１単位（「情報基礎」を修得） 

１単位（「健康・スポーツ科学実習Ⅰ」を修得） 

８２単位（建築学科履修科目一覧表に記載された科目から修得

する。必修科目２８単位以上を含む。） 

合   計 １１０単位以上 

２）履修科目の登録の上限を超えて登録することができる者の基準について（「学生便覧」参 

照） 

次の要件を満たした場合は，２年次生及び３年次生に限り，当該年度における履修科目 

の登録の上限を超えて登録することができる。 
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「前年度に４２単位以上を取得し，その科目数の７０％以上が秀または優であって，可

が４単位以下であること。」 

この登録を希望する者は，「履修科目の上限超過登録申請書」を所定の期日までに学科

へ提出し審査を受けなければならない。審査の結果，要件を満たしていると認定された者

に限り，当該年度の履修科目の上限を超えた登録が認められる。 

３）早期卒業に関する認定基準について 

学生便覧における「早期卒業の認定基準に関する内規」および「早期卒業の認定基準に

関する学科別認定基準等について」を参照すること。なお，早期卒業を希望するものは，

入学１年後所定の期日までに学科に届け出を行い，教学委員の指導を受けなければならな

い。 

４）３年後期の計画演習Ⅰと構造設計Ⅰについて 

計画演習Ⅰと構造設計Ⅰは同一時間帯に開講されるため，いずれかを選択すること。 
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２  構成と教育組織  

 

講座名 教育研究分野 
教 授 
（室番） 

准教授 
（室番） 

助 教 
（室番） 

技術職員， 
事務職員等 
（室番） 

人間安全工学 

構造安全工学 
川谷 充郎 

（１Ｗ―３０７） 

三木 朋広 

（１Ｗ－１１１） 

 

 

Tara Nidhi Lohani 

(Ｒ１０２－１) 

地盤安全工学 
澁谷  啓 

（１Ｗ―２０７） 
   

交通システム工学 

喜多 秀行 

（１Ｗ―３０６） 

井料 隆雅 

（自３―８１４） 

 
四辻 裕文 

（１Ｗ―３０４） 

中西 智美 

（１W-１０６） 

地盤防災工学  
吉田 信之＊） 

（Ｒ２０３） 

片岡 沙都紀 

（１W-１０５） 

前田 浩之 

（１Ｗ―２０４） 

地震減災工学 
長尾 毅＊） 

(Ｒ２０６) 

鍬田 泰子 

（１Ｗ―１０９） 

 

 

近藤 克大 

（１Ｗ―１０６） 

流域防災工学 
藤田 一郎 

（１Ｗ―３０９） 

小林 健一郎＊） 

（Ｒ２０４） 
 

 

中西 由彌子 

（１Ｗ―１０４） 

環境共生工学 

環境流体工学  
内山 雄介 

（１Ｗ―３０８） 

斎藤 雅彦 

（１Ｗ―１０７） 

川島 悠子 

（１Ｗ―３０２） 

水圏環境工学 未 定   
柳岡 智子 

（１Ｗ―２０４） 

地圏環境工学 
大石 哲＊） 

（Ｒ２０２） 

加藤 正司 

（１Ｗ―２０６） 
  

広域環境工学 
飯塚  敦＊） 

（自４―２０３） 

河井 克之＊） 

（自４―２０１） 
 

山崎  操＊） 

（Ｒ１０１） 

都市保全工学 

森川 英典 

（１Ｗ―１０８） 

芥川 真一 

(１Ｗ－１１０) 

 
 

 
 

都市経営工学 
小池 淳司 

（自３－８１１） 

織田澤 利守 

（１Ｗ―３０５） 
 

西野 典子＊） 

（自４―２０４） 

 

＊）都市安全研究センター所属 
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４  履 修 科 目 一 覧 表  
専門基礎および専門科目 （◎印は必修，○印は選択必修，無印は選択科目を示す） 

区 

分 

必
修
・ 

選
択
の
別 

授業科目 単位 

毎週の授業時間     

1 2 3 4 担 当 教 員 備 考 

前 後 前 後 前 後 前 後     

共
通
専
門
基
礎
科
目
（
＊
１
） 

○ 微分積分学１ 2 2            

○ 微分積分学２ 2  2         全 

○ 線形代数学１ 2 2          学 

○ 線形代数学２ 2  2         共 

○ 数理統計学 2   2        通 

○ 物理学Ｃ１ 2 2          授 

 物理学Ｃ２ 2  2         業 

 物理学Ｂ２ 2    2       科 

 素材化学Ⅰ 2 2          目 

○ 図学 2 2            

○ 図学演習 1  2           

専
門
基
礎
科
目
（
＊
２
）

○数学演習 1 2        内山 
工
学
部
共
通
科
目 

○複素関数論 2   2        

○常微分方程式論 2   2        

○フーリエ解析 2    2       

○解析力学 2    2       

 熱・統計力学 2           2      

市
民
工
学
専
門
科
目
（
＊
３
） 

 （市民工学共通科目）                      

◎ 市民工学概論 2 2              市民工学科教員   

◎ 創造思考ゼミナールⅠ 2 2        市民工学科教員   

◎ 測量学 2   2      中田（非）   

◎ 測量学実習 2   4      片岡・四辻・齋藤   

◎ 土木 CAD 製図 1    2     森川・鍬田   

◎ 市民工学のための確率・統計学 2    2     織田澤   

○ 国際関係論 2     2    飯塚・和田（非）・山田（非）   

◎ 実験及び安全指導 2     4    加藤他   

○ 学外実習（＊４） 1     （＊4）   未定  

◎ 数値計算実習 1      2   河井・三木・齋藤・四辻   

◎ 市民工学倫理 2      2   大石・森川・飯塚・小池・藤田   

○ 創造思考ゼミナールⅡ 2      2   市民工学科教員   

○ 

 

 

 

プロジェクトマネジメント 

 

 

 

2 

 

 

 

     

2

  

河井・鴻池（非）・ 

中川（非）・小林（非）・ 

長谷川（非）・伊藤（非） 

  

○ 連続体力学 2      2   飯塚   

○ 合意形成論 2      2   喜多・小池・四辻   

○ 

 

公共施設工学 

 

2 

 
     

2
  

喜多・吉田・芥川・ 
中島（非）・未定   

◯ 土木設計学 2 2 長尾  

◎ 卒業研究 10       6 24 市民工学科全教員   

 （構造工学系科目）               

◎ 構造力学Ⅰ 2  2       長尾   

◎ 材料工学 2  2       森川   

○ 構造力学Ⅱ及び演習 3   4      芥川・橋本   

○ 構造力学Ⅲ 2    2     芥川・三木   

○ コンクリート構造学 2     2    森川・三木   
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専門基礎および専門科目 （◎印は必修，○印は選択必修，無印は選択科目を示す） 

区 

分 

必
修
・ 

選
択
の
別 

授業科目 単位 

毎週の授業時間     

1 2 3 4 担 当 教 員 備 考 

前 後 前 後 前 後 前 後     

市
民
工
学
専
門
科
目
（
＊
３
） 

○ 構造動力学 2     2    川谷   

○ 

○ 

地震安全工学 

橋梁工学 

2 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2

 

 

 

 

鍬田 

川谷 
 

 （水工学系科目）               

◎ 水工学の基礎及び演習 3   4      小林   

○ 管路・開水路の水理学及び演習  3    4     藤田   

○ 水文学 2     2    大石・小林   

○ 河川・流域工学 2     2    藤田   

○ 海岸・港湾工学 2      2   内山   

 （地盤工学系科目）               

◎ 土質力学Ⅰ及び演習 3   4      澁谷・河井   

○ 土質力学Ⅱ及び演習 3    4     飯塚・加藤   

○ 地盤基礎工学 2     2    吉田   

○ 都市安全工学 2     2    加藤  

○ 地形工学 2      2   加藤   

 （計画系科目）               

○ 市民工学のための経済学 2  2       小池  

◎ 計画学Ⅰ及び演習 3    4     井料   

○ 都市地域計画 2     2    織田澤   

○ 計画学Ⅱ 2     2    喜多   

○ 交通工学 2     2    井料   

 （環境系科目）               

◎ 地球環境論 2 2        内山   

○ 水圏環境工学 2     2    大石   

○ 都市環境工学 2     2    杉山（非）   

○ 地圏環境工学 2      2   吉田   

○ 上下水道工学 2      2   橋上（非）・未定   

○ シヴィックデザイン 2      2   未定   

 （その他）               

 特別講義Ⅰ（＊５） 2         （未定）   

 特別講義Ⅱ（＊５）           （未定）   

 特別講義Ⅲ（＊５）           （未定）   

 特別講義Ⅳ（＊５）           （未定）   

その他必要と認める専門科目             その都度定める

 （＊１） 共通専門基礎科目とは学生便覧における共通専門基礎科目を指す。 

 （＊２） 専門基礎科目とは学生便覧における専門基礎科目を指す。 

 （＊３） 共通専門基礎科目，専門基礎科目および市民工学専門科目を総称して学生便覧における専門科目を指

す。 

 （＊４） 学外実習は，３年生の夏休み期間等を利用して実施する。 

 （＊５） 特別講義Ⅰ～Ⅳは集中講義等により不定期に開催される。 
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５ 履 修 上 の 注 意  

（１）履修規則 

１）専門科目総準備単位１３６単位 

２）◎印は必修科目，○印は選択必修科目，他は選択科目である。 

３）卒業要件に関わる科目の履修登録単位数の上限は１年間で５４単位とする。（80ページ参

照） 

４）学生の卒業に必要な単位は１２６単位以上とする。その内訳は工学部規則第５条，別表第

２のとおりである。（100ページ参照） 

  ※ 専門科目について 

１ 必修科目４１単位（卒業研究１０単位を含む）を修得すること。 

２ 共通専門基礎科目及び専門基礎科目の選択必修科目から１４単位以 

上修得すること。 

３ 市民工学専門科目の選択必修科目から４１単位以上修得すること。 

４ ①構造工学系科目，②水工学系科目，③地盤工学系科目，④計画系科目，⑤環境

系科目のうち，①から９単位以上，②〜⑤のそれぞれから６単位以上を修得する

こと。 

５）他学科または他学部の専門科目の授業科目中，当学科が認めた場合は，当学科の選択科目

とみなすことができる。他大学（外国の大学を含む），及び入学前の既修得単位の取り扱

いは，工学部規則第８条，第９条及び第１０条に従う。 

（２）市民工学科履修内規 

１）卒業研究申請要件について（工学部規則第７条２項） 

卒業研究の申請をしようとする者は，以下の表に示す単位を修得していること。 

 

表 卒業研究の申請に必要な単位数 

授 業 科 目 単   位   数 

教養原論 

外国語科目 

情報科目 

健康・スポーツ科学 

健康・スポーツ科学実習Ⅰ 

専門科目等 

１４単位 

１０単位 

１単位 

１単位 

 

７４単位（必修科目２５単位，選択必修科目４９単位以上を含む）

合   計 １００単位以上 

２）履修科目の登録の上限を超えて登録することができる者の基準について 

学生便覧における「履修科目の登録の上限を超えて登録することができる者の基準につい

て」を参照すること。 

３）早期卒業に関する認定基準について 

学生便覧における「早期卒業の認定基準に関する内規」および「早期卒業に関する学科別

認定基準等について」を参照すること。 
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６ 各 授 業 科 目 の 関 係  
市
民
工

学
科

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
体

系
表

１
年

２
年

３
年

４
年

前
期

後
期

前
期

後
期

前
期

後
期

前
期

後
期

教
養

教
養
原

論
教
養
原

論
教
養
原
論

教
養

原
論

科
目

外
国
語

第
一

外
国
語

第
一
（英

語
）

外
国
語
第

一
（英

語
）

外
国
語

第
二

外
国
語

第
二

外
国
語
第

二
外
国

語
第
二

健
康
ス
ポ
ー
ツ
Ⅰ

健
康
ス
ポ
ー
ツ
Ⅱ

外
国
語
第

三
外
国

語
第
三

健
康
ス
ポ
ー
ツ
講
義

外
国
語
（
英
語
）ア

ド
バ

ン
ス

外
国

語
（英

語
）ア

ド
バ
ン
ス

外
国

語
第
二

ア
ド
バ
ン
ス

外
国

語
第
二

ア
ド
バ
ン
ス

共
通
専
門

微
分
積

分
学
１

微
分
積

分
学
２

数
理
統
計

学
基

礎
科
目

線
形
代

数
学
１

線
形
代

数
学
２

（全
学
）

情
報
基

礎
情
報
科

学

物
理
学

C
1

物
理
学

C
2

物
理

学
B
2

素
材
化

学
Ⅰ

図
学

図
学
演

習

専
門
基
礎

数
学
演

習
常
微
分
方

程
式
論

フ
ー
リ
エ
解
析

熱
統

計
力
学

科
目

（工
学
）

複
素
関
数

論
解
析

力
学

学
外

実
習

市
民
工
学

市
民
工

学
概
論

測
量
学

市
民

工
学

の
た
め
の

確
率

・
統

計
学

実
験

及
び
安

全
指
導

卒
業
研
究

卒
業

研
究

共
通
科
目

創
造

思
考
ゼ
ミ
Ⅰ

測
量
学
実

習
土
木

C
A
D
製
図

創
造

思
考
ゼ
ミ
Ⅱ

国
際

関
係
論

市
民

工
学
倫

理

合
意

形
成
論

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

数
値

計
算
実

習

連
続

体
力
学

公
共

施
設
工

学

構
造
工
学

系
構
造
力

学
Ⅰ

コ
ン
ク
リ
ー
ト
構

造
学

地
震

安
全
工

学
科

目
構
造
力
学

Ⅱ
及
び
演
習

構
造

力
学
Ⅲ

材
料
工

学
構
造

動
力
学

橋
梁

工
学

水
工
学
系

水
工

学
の

基
礎

及
び
演
習

管
路
・
開
水

路
の

水
理
学

・
演

習
河
川

・流
域
工

学
海
岸

・
港
湾
工

学
科

目
水
文

学

地
盤
工
学

系
科

目
土
質
力
学

Ⅰ
及
び
演
習

土
質

力
学
Ⅱ

及
び
演

習
地
盤

基
礎
工

学
地
形

工
学

都
市

安
全
工

学
計

画
系

土
木

設
計
学

科
目

市
民
工

学
の

た
め
の

経
済

学
計
画

学
Ⅰ
及

び
演
習

計
画

学
Ⅱ

交
通

工
学

都
市

地
域
計

画

環
境
系

都
市

環
境
工

学
シ
ビ
ッ
ク
デ
ザ

イ
ン

科
目

地
球
環

境
論

水
圏

環
境
工

学
上
下

水
道
学

地
圏

環
境
工

学
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２ 構成と教育組織  

 

 

講座名 教育研究分野 
教 授 

（室番） 

准教授 

（室番） 

助 教 

（室番） 

技術職員，事務職員等 

（室番） 

電子物理 

メゾスコピック材料学 
藤井  稔 

（自３－２０２） 

今北 健二 

（自３－２０８） 

加納 伸也 

（自３-２０１） 

伊地知武吉 

（３Ｅ－４０４） 

北山 良和 

（３Ｅ－４０４） 

山中 和彦 

（３Ｅ－４０４） 

松本 香 

（３Ｅ－４０４） 

 

馬場 安希 

（２Ｅ－３０２） 

好本 恵子 

（２Ｅ－３０２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フォトニック材料学 
喜多 隆 

（Ｂ－２０６） 

小島  磨 

（Ｂ－２０１） 

原田 幸弘 

（Ｂ－１０５） 

海津 利之 1) 

（Ｂ－１０５） 

量子機能工学  

森脇 和幸 

（Ｂ－３０１） 
 

北村 雅季 

（Ｂ－２０４） 

ナノ構造エレクトロニクス  
小川 真人 

（Ｂ－３０５） 

土屋 英昭 

（Ｂ－２０２） 笹岡 健二 

（Ｂ－２０８） 相馬 聡文 

（Ｂ－３０６） 

電磁エネルギー物理学 

八坂 保能 

（Ｂ－３０４） 
 

米森 秀登 

（２Ｅ－１１１） 

竹野 裕正 

（Ｂ－２０３） 

中本  聡＊ 

（２Ｅ－１１１） 

電子情報 

 

 

集積回路情報 
沼  昌宏 

（Ｂ－４０６） 

黒木 修隆 

（Ｂ－４０５） 
 

 

 
廣瀬 哲也 

（Ｂ－４０３） 

計算機工学 
塚本 昌彦 

（Ｂ－２０５） 

寺田  努 

（Ｂ－４０１） 
 

通信情報 
森井 昌克 

（Ｂ－３０３） 

白石 善明 

（Ｂ－３０２） 

栗林  稔 

（２Ｅ－３０７） 

アルゴリズム 
増田 澄男 

（Ｂ－４０２） 

山口 一章 

（Ｂ－４０４） 

斎藤 寿樹  

（Ｂ－３０８） 

知的学習論 
小澤 誠一 

（自３－３０２） 

大森 敏明  

（自３－３０３） 
 

  自３：自然科学総合研究棟３号館（西），自４：自然科学総合研究棟４号館，*助手 

１）研究基盤センター専任 
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２ 構成と教育組織  
 

 教育・研究分野 
教 授 

（室番） 

准教授・講師 

（室番） 

助教・助手 

（室番） 

技術職員，事務職員等 

（室番） 

熱流体 
 

応用流体工学 
（ＭＨ－１） 

山根 隆志 
（５E‐４１０） 

片岡  武 
（自１‐６０２） 

 

道脇  昭 
（５Ｅ-２０１） 

橋本賀津子 
（５Ｅ-３０１） 

 

鈴木愛優美 
（自３-２２６） 
（５Ｅ-３０２） 

混相熱流体工学 
（ＭＨ－２） 

竹中 信幸 
（自１-６０１） 

浅野  等 
（５Ｅ-４０７） 

村川 英樹 
（３Ｅ-２０３） 

杉本 勝美 
（３Ｅ-２０３） 

エネルギー変換工学 

（ＭＨ－３） 

平澤 茂樹 

（５Ｅ-４０８） 

川南  剛 

（５Ｅ-４１５） 

白井 克明 

（３Ｅ‐１０４） 

エネルギー環境工学 
（ＭＨ－４） 

冨山 明男 
（自１-６０７） 

細川 茂雄 
（自１-６０６） 

 
林 公祐 

（自１-６０３） 

材料物理 

固体力学 
（ＭＭ－１） 

阪上 隆英 
（自３-２２６） 

長谷部忠司 
（自３-２２０）  

 
 

古宇田由夫 
（自３-２２５） 

塩澤 大輝 

（自３-１２１） 

破壊制御学 
（ＭＭ－２） 

中井 善一 
（自３-２１６） 

田中  拓 
（自３-２１７） 

横田久美子 
（自３-１２０） 

材料物性学 

（ＭＭ－３） 

向井 敏司 

（５Ｅ-４０１） 

田川 雅人 

（５Ｅ-４０３） 

池尾 直子 

（５Ｅ-２０３） 

表面・界面工学 
（ＭＭ－４） 

田中 克志 
（自３-２１５） 

屋代 如月 
（自３-２２１） 

 

設計生産 
 
 

複雑系機械工学 
（ＭＡ－１） 

横小路 泰義 
（５Ｅ-４１４） 

深尾 隆則 
（５Ｅ-４１３） 

 

福井喜一郎 
（自３-４１０） 

機械ダイナミックス 

（ＭＡ－２） 

神野 伊策 

（５Ｅ-４１１） 

安達 和彦 

（５Ｅ-４１２） 

肥田 博隆 

（５Ｅ-２０５） 

コンピューター 

統合生産工学 
（ＭＡ－３） 

白瀬 敬一 
（自３-４０３） 

柴坂 敏郎 
（自３-１１３） 

 
佐藤 隆太 

（自３-４０９） 

知能システム創成学 
（ＭＡ－４） 

磯野 吉正 
（自３-１１７） 

 
 

菅野 公二 
（自３-Ｂ１７） 

創造設計工学 

（ＭＡ－５） 

田浦 俊春 

（自３-４０２） 

妻屋  彰 

（自３-４０１） 

山田 香織 

（自３-４０９） 

ゲオルギエフ ゲオルギ 
（自３-４０９） 

研究基盤センター 
 

 

藤居 義和 

（分析Ｃ-３０３） 
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週授業時間数（専門科目） 

記

号 
授業科目 時間数 

1 2 3 4 
備 考 

前 後 前 後 前 後 前 後 

◎ 必  修 100 16 8 16 12 14 14 10 10   

 選  択 103 4 18 12 18 23 24 2 2   

 合  計 203 20 26 28 30 37 38 12 12   

 

 

単位数（専門科目） 

記

号 
授業科目 単位数 

1 2 3 4 
備 考 

前 後 前 後 前 後 前 後 

◎ 必  修 58 13 6 9 6 7 7 5 5   

 選  択 94 3 16 10 18 23 22 1 1   

 合  計 152 16 22 19 24 30 29 6 6   

注：機械工学実習，機械製図，機械工学実験，卒業研究の各単位を２学期に分割して記載している。 

  これらの科目の単位は最終期に与える。
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２ 構成と教育組織  

 

講座名 教育研究分野 
教 授 
（室番） 

准教授 
（室番） 

講 師 
（室番） 

助 教 
（室番） 

助 手 
（室番） 

技術職員， 
事務職員等 
（室番） 

物質化学 

物質創成化学 

森 敦紀 
（４Ｅ－２１３） 

 
水畑 穣 

（自１－３１０） 

神鳥 安啓 
（４Ｅ－２１０） 

 
岡田 悦治 
（４Ｅ－２０３） 

 
南  秀人 
（自１－３０１） 

 
牧  秀志 
（自２－３０２） 

綾部 いつ子 
（自２－３０２） 

 
鈴木 登代子 
（自２－３０４） 

曽谷 知弘 
（４Ｗ－２０４） 

 

 
熊谷 宜久 
（４Ｗ－１０４） 

 
 
 

古東 孝子 
（４Ｗ－２０２） 

 

 
松嶋 嘉子 
（４Ｗ－２０２） 

物質制御化学 
西野  孝 

（４Ｗ－３０６） 

石田 謙司 

（４Ｅ－２１１） 
 

 
三崎 雅裕 
（４Ｅ－４０５） 

 
本郷 千鶴 
（４Ｅ－３０９） 

小柴 康子 

（４Ｅ－４０５） 

物質機能化学 

竹内 俊文 
（自１－３０９） 

 
成相 裕之 
（４Ｗ－３０８） 

梶並 昭彦 
（４Ｗ－３０１） 

 
大谷  亨 
（自１－３０２） 

 
北山 雄己哉 
(自１－６０５) 

 

化学工学 

反応・分離工学 

松山 秀人 

（４Ｅ－２０５） 
 

西山  覚 

（４Ｗ－３０２） 

丸山 達生 

（４Ｅ－２０４） 
 

市橋 祐一 

（４Ｗ－３０４） 

 

神尾 英治 

(自４－４０２) 
 

谷屋 啓太 

（D２−４０６） 

 

プロセス工学 

大村 直人 
（４Ｗ－３０３） 

 
鈴木 洋 

（自１－５０６） 

松尾 成信 
（４Ｗ－３０９） 

 
今駒 博信 
（４Ｅ－２１２） 

 
菰田 悦之 
（４Ｅ－２０７） 

 

堀江 孝史 
（４Ｗ－１０６） 

 
日出間 るり 
（４W−３１２） 

 

生物化学工学 

近藤 昭彦 

（自１－５０８） 
 

山地 秀樹 

（自１－５０５） 

荻野 千秋 

（４Ｗ－３０７） 
 

田中  勉 

（自２－４０４） 
 

勝田 知尚 

（自２－４０６） 
 
蓮沼 誠久 

（自２－４０４） 
 

石井 純 

（自１−２０３） 

 

江橋 具 

（自２－４０６） 
 

松本 拓也 

（自２－４０４） 
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３ 履修科目一覧表  

 
専門科目 （◎印は必修，○印は選択必修，無印は選択科目を示す） 

記 

号 

授業科目 
単
位
数 

授業時間数 

担 当 教 員 備 考 1 2 3 4 

前 後 前 後 前 後 前 後 

◎ 微分積分学１ 2 30                   

○ 微分積分学２ 2   30               全 

◎ 線形代数学１ 2 30                 学 

◎ 線形代数学２ 2   30               共 

○ 物理学Ｂ１ 2 30                 通 

○ 物理学Ｂ２  2   30               授 

○ 物理学Ｂ３ 2   30               業 

◎ 物理化学Ⅰ 2 30               石田 科 

◎ 物理化学Ⅱ 2 30               丸山 目 

○ 材料化学 2     30           大谷   

◎ 化学実験 2   60             三崎，北山   

○ 
 

数学演習 1 30               谷屋，神尾 工
学
部
共
通
科
目 

○ 複素関数論 2     30             

◎ 常微分方程式論 2     30             

○ フーリエ解析 2       30           

○ ファンダメンタルコースワーク I 1 30               水畑 

○ ファンダメンタルコースワーク II 1 30               森 

○ ファンダメンタルコースワーク III 1 30               大村 

○ ファンダメンタルコースワーク IV 1 30               近藤 

◎ 導入ゼミナール 1 30               稲葉，応用化学科教員 

◎ 探求ゼミナール 1     30           応用化学科教員   

◎ 物理化学Ⅲ 2     30           松尾   

◎ 物理化学Ⅳ 2       20         市橋，石田   

◎ 物理化学演習Ⅰ 1   30             石田，松尾   

○ 物理化学演習Ⅱ 1         30       石田，松尾   

◎ 無機化学Ⅰ 2   30             水畑   

○ 無機化学Ⅱ 2     30           梶並   

○ 無機化学Ⅲ 2       30         水畑   

○ 分析化学 2       30         成相   

◎ 機器分析化学 2         30       （竹内）   

◎ 無機・分析化学演習 1           30     梶並，大谷，牧，北山 

◎ 有機化学Ⅰ 2   30             岡田   

○ 有機化学Ⅱ 2     30           神鳥   

○ 有機化学Ⅲ 2       30         森   

◎ 高分子化学Ⅰ 2     30           南   

○ 高分子化学Ⅱ 2       30         西野   

○ 高分子コロイド化学 2           30     南   

◎ 有機・高分子化学演習 1         30       岡田，神鳥，南，本郷 

○ 化学工学量論 2     30           鈴木   

◎ 移動現象論 2       30         大村   

◎ 分離工学 2         30       勝田   

◎ 移動現象論・分離工学演習 1           30     今駒，勝田，日出間 

○ プロセスシステム工学 2         30       大村   

○ プロセス設計 1           30     松山   

◎ 化学反応工学 2         30       西山   

◎ 化学反応工学演習 1           30     西山，市橋   

○ 生化学 2       30         山地   
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専門科目 （◎印は必修，○印は選択必修，無印は選択科目を示す） 

記 

号 

授業科目 
単
位
数 

授業時間数 

担 当 教 員 備 考 1 2 3 4 

前 後 前 後 前 後 前 後 

◎ 生物化学工学 2         30       荻野   

○ 生物機能化学 2           30     近藤, 田中   

○ バイオマテリアル 2         30       西野   

◎ 生物化学工学演習 1           30     荻野，田中 

○ コンピュータ基礎 1 15               菰田，堀江，北山 

○ 安全工学 2           30     今駒 

○ 環境・エネルギー化学 2           30     梶並   

○ 粒子流体工学 2         30       鈴木  

◎ 化学実験安全指導 1       30         応用化学科教員   

◎ 応用化学実験Ⅰ 3         90       応用化学科教員   

◎ 応用化学実験Ⅱ 3         90       応用化学科教員   

◎ 応用化学実験Ⅲ 3           90     応用化学科教員   

◎ 応用化学実験Ⅳ 3           90     応用化学科教員   

◎ 外国書講読 1             30 30 応用化学科教員   

  特別講義Ⅰ 1             ←30→  非常勤   

  特別講義Ⅱ 1             ←30→  非常勤   

  特別講義Ⅲ 1             ←30→  非常勤   

  特別講義Ⅳ 1             ←30→  非常勤   

◎ 卒業研究 10             ←450→     

  その他必要と認める専門科目                       

 

 

週授業時間数 

  
時間数 

1 2 3 4 

前 後 前 後 前 後 前 後 

◎  必  修 118 10 12 8 6 26 26 17 15 

○  選択必修 56 10 6 10 12 8 10 0 0 

   選  択 4 0 0 0 0 0 0 4 0 

      計 178 10 18 18 18 34 34 21 15 

 

 

 

単位数 

  
単位数 

1 2 3 4 

前 後 前 後 前 後 前 後 

◎  必  修 66 9 9 7 5 15 10 1 10 

○  選択必修 52 8 6 10 12 7 9 0 0 

   選  択 4 0 0 0 0 0 0 4 0 

      計 122 17 15 17 17 22 19 5 10 
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４ 履 修 上 の 注 意  

 

履修要領 

(1) 専門科目総準備単位数１２２単位 

(2) ◎印は必修科目，○印は選択必修科目を示す。その他は選択科目である。 

(3) 学生の卒業に必要な単位数は１２５単位以上とする。その内訳は次のとおり。 

教養原論             １６単位 

外国語科目 

外国語第１の必修科目       ６単位（リーディングⅠ～ⅢおよびオーラルⅠ～Ⅲ） 

外国語第２の必修科目       ４単位（ⅠＡ，ⅠＢ，ⅡＡ，ⅡＢ） 

情報科目 

情報基礎             １単位 

健康・スポーツ科学科目 

健康・スポーツ科学実習の必修科目 １単位 

専門科目 

必修科目            ６６単位（卒業研究の１０単位を含む。） 

選択必修科目          ２４単位以上 

全学共通授業科目の外国語科目の選択科目，健康・スポーツ科学科目の選択科目と専門科目の

合計               ９７単位 

(4) 当学科の授業科目以外で，当学科が認めた科目は，当学科の専門科目の選択科目とみなす

ことができる。 

(5) 学生が１年間に履修登録可能な単位数は，工学部規則第６条に規定されている単位を上限

とする。（80ページ参照） 

（注） この履修規則は平成２６年４月入学者から適用する。 

（内 規） 

１．応用化学実験Ⅰ，Ⅱ，ⅢおよびⅣを履修するためには，以下の科目を修得していなければな

らない。 

(1) 化学実験および化学実験安全指導 

(2) 物理化学Ⅰ，Ⅱ，ⅢおよびⅣ，無機化学Ⅰ，有機化学Ⅰ，高分子化学Ⅰ，移動現象論の８

必修科目のうち，５科目以上 

(3) ２年次の履修科目の上限超過登録要件を満たし，２年次において応用化学実験を履修する

ことを認められた者については，上記の適用を免除する。 

２．工学部規則第７条に規定する卒業研究を申請しようとする者は，次の４項を満たすことが必

要であり，また，残る２学期をもって卒業に必要な全単位を修得できる見込みのある者に限

る。 

(1) 卒業に必要な外国語科目，情報基礎，健康・スポーツ科学科目の全単位および教養原論１

４単位以上を修得していること。 
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２ 構成と教育組織  

専攻 講座 教育研究分野 教授 准教授 講師 助教 助手 技術職員 事務職員 

シ 

ス 

テ 

ム 

科 

学 

シ 

ス 

テ 

ム 

基 

盤 

システム計画 
貝原 俊也 

(S502) 
藤井 信忠 

(S403) 

 
 

 藤井 勝宏 
(D2-201) 

 
大西 和夫 
(S510-1) 

 
山本 大介 
（3W-303） 

山崎 智美 
(D2-401) 

 
黒田 教子 
(S102-1) 

 
井口 直子 
(S102-1) 

  

システム設計 
多田 幸生 

(S501) 
花原 和之 

(S513) 

 浦久保 孝光 
(S206) 

 

  

システム計測 
的場 修 
(S506) 

仁田 功一 
(S507) 

 
 

 

  

システム制御 
太田 有三 

(S503) 

増淵 泉 

(S504) 

 森 耕平 

(S302) 

 

  

シ 

ス 

テ 

ム 

創 

成 

システム数理 

南部 隆夫 

(3W-405)  
佐野 英樹 
(3W-403) 

赤木 剛朗 
(3W-404) 

   

システム構造 
小島 史男 

(自 3号館 301) 

小林 太 

(自 3号館 304) 
 

中本 裕之 

(自 3号館 312) 
 

システム知能 
鳩野 逸生 

(情報基盤センター

３Ｆ１) 

伴 好弘 
(情報基盤センター

2F7) 

   

応 

用 

シ 

ス 

テ 

ム 

（連 

携 

講 

座
） 

応用システム 
鷲見 和彦 

 

吉河 章二 

田中 健一    

情 

報 

科 

学 

情 

報 

基 
礎 

情報数理 

桔梗 宏孝 
(自 3号館 413) 
渕野 昌 

(自 3号館 414) 
ブレンドル 

(自 3号館 424) 

菊池 誠 
(自 3号館 426) 

酒井 拓史 
（自 3号館 415） 

   

アーキテクチャ 
吉本 雅彦 

(S505/ 
自４号館 803) 

川口 博 
(S204/ 

自 4号館 801) 
 

和泉 慎太郎 
(S201/ 

自 4号館 802) 
 

ソフトウェア 

田村 直之 

(情報基盤センター
3F2) 

番原 睦則 

(情報基盤センター
2F5) 

   

知 

能 

情 

報 

情報システム 
永田 真 

(自 3号館 701) 
 

鎌田 十三郎 
(自 3号館 704) 

  

知能データ処理 
大川 剛直 

(自 3号館 702) 
江口 浩二 

(自 3号館 703) 
   

メディア情報 
有木 康雄 

(自 3号館 801) 

滝口 哲也 

(自 3号館 807) 
 

榎並 直子 

(自 3号館 806) 
 

創発計算 
玉置 久 

(自 3号館 516) 

太田 能 

(自 3号館 515) 
  

高木 由美 

(自 3号館 522) 

感 

性 

ア 

ー 

ト 

メ 

デ
ィ
ア 

（連 

携 

講 

座
） 

感性アートメディア 荻田 紀博 
石井カルロス寿憲 

西尾 修一 
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専攻 講座 教育研究分野 教授 准教授 講師 助教 助手 技術職員 事務職員 

計 

算 

科 

学 

計
算
科
学
基
礎 

計算数理   
谷口 隆晴 

（自 4号館 208） 
  

  

計算知能 
上原 邦昭 

(自 3号館 802) 
    

超並列アルゴリズム 
横川 三津夫 
（統合研究拠点

202） 

中村 匡秀 

(S103) 
   

情報可視化 
陰山 聡 

（自 4号館 805） 
  

政田 洋平 
（自 4号館 806） 

 

計
算
科
学
創
成 

計算化学 
天能 精一郎 
（自 4号館 704） 

  

大西 裕也 

（自 4号館 
705） 

 

計算生物学 
田中 成典 

（自 4号館 608） 
 

藤本 和宏 

（自 4号館 607） 
  

計算ロボティクス 
羅 志偉 
(S509/ 

自 4号館 702) 

    

計算工学 

賀谷 信幸 
(S508) 

臼井 英之
(S304) 

    

先
端
計
算
科
学

(

連
携
講
座) 

先端計算科学 
姫野 龍太郎 

 

横田 秀夫 

大浪 修一    

応
用
計
算
科
学

（連
携
講
座
） 

応用計算科学 
阪口 秀 

 

坪井 誠司 

桑野 聡    

大
規
模
計
算
科
学 

（連
携
講
座
） 

大規模計算科学 

中嶋 隆人 
富田 浩文 

小野 謙二 
今村 俊幸 

中村 宜文 

曽田 繁利 
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３ 履修科目一覧表  
 
専門科目 （◎，◎1は必修，○1，○2，○，○A，○B，○Cは選択必修を示す） 

記
号 

授 業 科 目 
単
位
数 

毎週の授業時間 

担当教員 講義番号 備考 1 2 3 4 

前 後 前 後 前 後 前 後 

◎  線形代数学１ 2 2                     

◎  線形代数学２ 2   2                   

◎  微分積分学１ 2 2                     

◎  微分積分学２ 2   2                   

○１  数理統計学 2   2                   

○１  離散数学 2 2                菊池 0417   

○１  複素関数論 2     2            佐野 0322   

○１  常微分方程式論 2     2            未定 0323   

○１  ベクトル解析 2   2              赤木 0217   

○１  フーリエ解析 2       2          足立（幸） 0312   

○１  数値解析 2           2      赤木 0221   

○１  確率論基礎 2     2           澤 5001   

○１  確率過程論 2         2        石川（非） 5002   

○１  応用解析演習 2     2            花原，小林 0326   

○２  物理学 C1 2 2                     

○２  物理学 C2 2   2                   

○２  物理学 C3 2   2                   

○２  物理学 C4 2     2                 

○２  解析力学 B 2       2          陰山    

◎  物理学実験 2   4                  

◎  情報知能工学総論及び安全工学 1 1                全教員 5100   

◎１  アルゴリズムとデータ構造及び演習  2     4            大川 5101   

◎１  プログラミング言語論及び演習 2       4          田村，熊本，番原 5102   

◎１  電気回路及び演習 2     4            賀谷 5103   

◎１  スペクトル解析及び演習 2       4          小島，玉置 5104   

◎１  システム計画学及び演習 2     4            貝原 5105   

◎１  システム解析学及び演習 2       4          太田（有），増淵 5106   

○  論理回路 2 2                川口 5200   

○  数理論理学 2         2        渕野 5201   

○  光情報工学基礎 2         2        的場 5202   

○  グラフ理論 2 2               江口 5203   

○  計算機工学 2 2                上原 5204   

○  電子回路 2       2          永田 5205   

○  システム設計学 2         2        多田 5206   

○  回路理論 2       2          玉置 5207   

○  ディジタル回路 2         2        吉本 5208   

○Ａ  オートマトンと形式言語 2       2          酒井 5301   

○Ａ  言語工学 2         2        上原 5302   

○Ａ  システムプログラム 2         2        鳩野，伴 5303   

○Ａ  計算機アーキテクチャ 2           2      吉本 5304   

○Ａ  人工知能 2           2      上原 5305   

○Ａ  データベースシステム 2         2        有木 5306   

○Ａ  ソフトウェア工学 2           2      中村 5307   
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専門科目 （◎，◎1は必修，○1，○2，○，○A，○B，○Cは選択必修を示す） 

記
号 

授 業 科 目 
単
位
数 

毎週の授業時間 

担当教員 講義番号 備考 1 2 3 4 

前 後 前 後 前 後 前 後 

○Ｂ  情報通信工学 2           2      太田（能） 5300   

○Ｂ  センシング工学 2           2      羅 5400   

○Ｂ  電磁気学応用 2       2          仁田 4501   

○Ｂ  信号解析 2         2        小島 5402   

○Ｂ  光情報工学 2           2      的場 5403   

○Ｂ  画像工学 2           2      有木 5404   

○Ｂ  ディジタル信号処理 2           2      滝口 5405   

○Ｃ  オペレーションズリサーチ 2       2          藤井 5500   

○Ｃ  システム制御理論Ⅰ 2         2        増淵 5501   

○Ｃ  システム制御理論Ⅱ 2           2      太田（有） 5502   

○Ｃ  電子制御機械論 2         2        羅 5503   

○Ｃ  システムモデル論 2           2      小島 5504   

○Ｃ  ロボット工学 2           2      未定 5505   

○Ｃ  計算機援用工学 2           2      多田 5506   

◎  情報知能工学実験Ⅰ 2       4          全教員 5600   

◎  情報知能工学実験Ⅱ 2         4        全教員 5601   

◎  情報知能工学演習Ⅰ 1 2                全教員 5602   

◎  情報知能工学演習Ⅱ 1   2              全教員 5603   

◎  情報知能工学演習Ⅲ 1     2            全教員 5604   

◎  情報知能工学演習Ⅳ 1       2          全教員 5605   

◎  情報知能工学演習Ⅴ 1         2        全教員 5606   

◎  情報知能工学プロジェクト 2           4      全教員 5607   

◎  卒業研究 10             20 20  全教員 5608   

 
その他必要と認める専門科目
その都度定める専門科目 

                      
その都度
定める 
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週授業時間数（専門科目） 

  
時
間
数 

1 2 3 4 

備 考 
前 後 前 後 前 後 前 後 

◎ 必     修 75 7 10 2 6 6 4 20 20  

◎１ 必     修 24   12 12      

○１ 選択必修 20 2 4 8 2 2 2    

○２ 選択必修 10 2 4 2 2      

○ 選択必修 18 6 0  4 8     

○Ａ 選択必修 14    2 6 6    

○Ｂ 選択必修 14    2 2 10    

○Ｃ 選択必修 14    2 4 8    

  計 189 17 18 24 32 28 30 20 20  

  

単位数（専門科目） 

  
単
位 

1 2 3 4 
備 考 

前 後 前 後 前 後 前 後 

◎  必     修 32 6 7 1 3 3 2   10   

◎１  必     修 12     6 6           

○１  選択必修 20 2 4 8 2 2 2       

○２  選択必修 10 2 4 2 2           

○  選択必修 18 6 0    4 8         

○Ａ  選択必修 14       2 6 6       

○Ｂ  選択必修 14       2 2 10       

○Ｃ  選択必修 14       2 4 8       

  計 134 16 15 17 23 25 28   10   

  

専門科目に係る４年生への進級要件及び卒業要件 

 

◎ 

◎１ ○１ ○２ ○ ○Ａ ○Ｂ ○Ｃ 計 
総論 

実験／

演習 
数学 卒研 

開講単位数 1 13 8 10 12 20 10 18 14 14 14 134 

４年生への 
進級要件 

1 13 8  ≧10 ≧10 ≧6 
≧28 

≧76 
≧10  いずれかから≧10 

卒業要件 1 13 8 10 12 ≧10 ≧6 
≧32 

 ≧96＊ 
≧10  いずれかから≧10 

＊：専門科目で96単位以上取得することが望ましいが，この96単位に外国語科目の選択科目，健康・スポーツ科学

の選択科目を算入しても良い。 
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Ⅶ そ の 他 の 工 学 部
周 知 事 項 　 　

Ⅶ

そ

の

他

の

工

学

部

周

知

事

項
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Ⅷ 学 生 関 係 規 則

Ⅷ

学

生

関

係

規

則
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区   分 学生寮等の名称 寄 宿 料 

居室が単身用の場合 

白鴎寮 月額  5,900 円 

住吉寮，女子寮，国維寮，インターナシ

ョナル・レジデンス（単身室 床面積15

ｍ2未満） 

月額  18,000 円 

インターナショナル・レジデンス（単身

室 床面積15ｍ2以上） 
月額  21,000 円 

居室が世帯用の場合 

国際交流会館（夫婦室） 月額  9,500 円 

国際交流会館（家族室） 月額  11,900 円 

インターナショナル・レジデンス（夫婦

室） 
月額  45,000 円 

インターナショナル・レジデンス（家族

室） 
月額  49,000 円 

 

２ この条に定めるもののほか，寄宿料の額に関し必要な事項は，別に定める。 

 

附  則 

この規程は，平成26年４月１日から施行する。 
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Ⅸ 学生定員，志願者，入学者，
　 卒業者数及び修了者数

Ⅸ
学
生
定
員
、志
願
者
、入
学
者
、卒
業
者
数
及
び
修
了
者
数
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区分 

学科 
定 員 

志 願 

者 数 

入 学 

者 数 

 
区分 

学科 
定 員 

志 願 

者 数 

入 学 

者 数 
年
度 

年
度 

20 情報知能 100 499 101 

H 

25 

建 築 90 410(3) 91(1) 

計 540 2,753(12) 556(10) 市 民 60 291 66 

H 

21 

建 築 90 371 92 電気電子 90 371(6)

) 

90(2) 

市 民 60 258(1) 65(1) 機 械 100 565(3) 101(3) 

電気電子 90 346(2) 94(2) 応 用 化 100 493(4) 101(3) 

機 械 100 474(2) 102(2) 情報知能 100 497 100 

応 用 化 100 440 100 計 

5 4 0 

540 

2,314(6 

2,627(16) 549(9)

99 情報知能 100 425(1) 103(1) 

計 540 2,314(6) 556(6) 

H 

22 

建 築 90 318(1) 93 

市 民 60 295 60 

電気電子 90 402(3) 92(2) 

機 械 100 384(1) 101(1) 

応 用 化 100 425(5) 106(3) 

情報知能 100 416(1) 102 

計 540 2,240(11) 554(6) 

H 

23 

建 築 90 353 92 

市 民 60 315 63 

電気電子 90 343(4) 92(3) 

機 械 100 474(3) 102(3) 

応 用 化 100 574(3) 103(2) 

情報知能 100 433 104 

計 540 2,492(10) 556(8) 

H 

24 

建 築 90 393 90 

市 民 60 341 64 

電気電子 90 368(4) 92(3) 

機 械 100 435(3) 100(3) 

応 用 化 100 500(3) 102(2) 

情報知能 100 518 105 

計 540 2,555(10) 553(8) 

（ ）内は外国人留学生を外数で示す。 

年度欄のSは昭和、Hは平成を示す。 
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区分 

専攻 
定 員 

志 願 

者 数 

入 学 

者 数 
備 考 年

度 

計 398〔15〕 
558(48) 429(28)  

6 6 医工連携 

H 

22 

建 築 65 95(13) 69(7)  

43() 市 民 43 64(5) 43(5)  

電気電子 65 100(3) 71(1)  

機 械 78 121(7) 83(3)  

応 用 化 73 113(8) 85(7)  

計 324 493(36) 351(23)  

H 

23 

建 築 65 116(8) 70(4)  

43() 市 民 43 79 54  

電気電子 65 113(6) 73(3)  

機 械 78 128(9) 77(4)  

応 用 化 73 127(8) 74(4)  

計 324 563(31) 348(15)  

H 

24 

建 築 65 116(18) 73(5)  

市 民 43 72(2) 45(2)  

電気電子 65 100(1) 68  

機 械 78 106(2) 82  

応 用 化 73 96(4) 81(1)  

計 324 490(27) 349(8)  

H 

25 

建 築 65 84(20) 71(5)  

市 民 43 71 51  

電気電子 65 95(2) 71(1)  

機 械 78 105(5) 80(2)  

応 用 化 73 97(1) 80(1)  

計 324 452(28) 356(9)  

〔 〕は定員内における医工連携コースの内数 

（ ）内は外国人留学生を外数で示す。 

年度欄のHは平成を示す。 
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大学院システム情報学研究科（博士課程前期課程） 

 
区分 

専攻 
定 員 

志 願 

者 数 

入 学 

者 数 
備 考 年

度 

H 

22 

システム

科 学 
28 34(8) 23(4)  

情報科学 28 51(9) 31(1)  

計算科学 24 32(7) 24(1)  

計 80 117(24) 78(6)  

H 

23 

システム

科 学 
28 28(6) 25(4)  

情報科学 28 35(12) 28(5)  

計算科学 24 37(9) 26(4)  

計 80 100(27) 79(13)  

H 

24 

システム

科 学 
28 36(6) 31(0)  

情報科学 28 35(8) 28(4)  

計算科学 24 39(7) 30(3)  

計 80 110(21) 89(7)  

H 

25 

システム

科 学 
28 33(7) 26(5)  

情報科学 28 37(1) 28  

計算科学 24 35(6) 26(4)  

計 80 105(14) 80(9)  

 

（ ）内は外国人留学生を外数で示す。 

年度欄のHは平成を示す。 
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学科 

年度 
建築 市民 電気電子 機械 応用化学 情報知能 計 

H 22 
88 

建設(9) 

74 

建設(14) 
97 108 95 102 564 

H 23 
91 

建設(3) 

67 

建設(1) 
99 109 105 110 581 

H 24 
97 

建設(2) 

61 

建設(0) 
94 105 105 92 554 

H 25 
91 

建設(0) 

70 

建設(1) 
93 103 103 98 559 

（ ）内は旧学科卒業者を内数で示す。 

 年度欄のSは昭和、Hは平成を示す。 
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大学院工学研究科修了者数（博士課程前期課程） 

専攻 

年度 
建 築 市 民 電気電子 機 械 応用化学 情報知能 計 

H 20 
68 

建設(1) 
39 70 85 84 

73 

情報知能(1) 
419 

H 21 
67 

建設(1) 
46 64 82 86 74 419 

H 22 77 43 64 78 92 86 440 

H 23 72 45 73 85 94 6 375 

H 24 66 50 73 81 67  337 

H 25 77 46 66 79 80  348 

（ ）内は旧専攻修了者を内数で示す。 

 年度欄のHは平成を示す。 
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Ⅹ 神 戸 大 学 配 置 図 等

Ⅹ

神
戸
大
学
配
置
図
等
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３ 工学部・工学研究科・システム情報学研究科配置図 

 

 

 

工作技術 
センター 

都
市
安
全
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
棟 

 

工事中 
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